
目

次

規

則

△

広
島
県
屋
外
広
告
物
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

都
市
総
務
室)

…
…
…
一

(

県
法
規
登
載)

告

示

△

平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
千
百
二
十
五
号

(

広
島
県
民
間
事
業

者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
県
の
機
関
が
定
め
る
保
存
、
作
成
、

縦
覧
等
、
交
付
等
及
び
立
入
り
等
に
係
る
帳
簿
、
書
類
等)

の
一

部
を
改
正
す
る
告
示

(
情
報
政
策
室)

…
…
一
二

(

県
法
規
登
載)

△

広
島
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
変
更

(

文
化
・
県
民
協
働
室)

…
…
一
二

△

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
指
定
区

域
の
指
定

(

循
環
型
社
会
推
進
室)
…
…
一
二

△

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

障
害
者
支
援
室)
…
…
一
二

△

保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知(

一
一
件)

(

治

山

室)

…
…
一
七

△

解
除
予
定
保
安
林

(

〃

)

…
…
二
〇

△

基
本
測
量
の
終
了

(

土
木
総
務
室)

…
…
二
一

△

道
路
の
区
域
変
更(

三
件)

(

道
路
河
川
管
理
室)

…
…
二
一

△

道
路
の
供
用
開
始(

二
件)

(

〃

)

…
…
二
二

△

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定(

二
件)

(

砂

防

室)

…
…
二
二

△

昭
和
三
十
九
年
広
島
県
告
示
第
六
百
十
四
号

(

広
島
県
屋
外
広
告

物
条
例
に
よ
る
地
域
、
場
所
、
物
件
の
指
定)

の
一
部
を
改
正
す

る
告
示

(

都
市
総
務
室)

…
…
二
七

△

広
島
県
と
広
島
市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託

に
関
す
る
規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

港
湾
管
理
室)

…
…
二
七

△

広
島
県
と
尾
道
市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託

に
関
す
る
規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

〃

)

…
…
二
八

△

広
島
県
と
三
原
市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託

に
関
す
る
規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

〃

)

…
…
二
八

△

広
島
県
と
竹
原
市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託

に
関
す
る
規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

〃

)

…
…
二
八

△

広
島
県
と
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
市
ま
た
は
町
と
の
間
に
お
け
る
港

湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示

(

〃

)

…
…
二
八

△

広
島
県
と
福
山
市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託

に
関
す
る
規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

〃

)

…
…
二
八

△

広
島
県
と
豊
田
郡
大
崎
上
島
町
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務

の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

〃

)

…
…
二
八

△

広
島
県
と
江
田
島
市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委

託
に
関
す
る
規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

〃

)

…
…
二
八

△

広
島
県
と
東
広
島
市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委

託
に
関
す
る
規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

〃

)

…
…
二
八

△

広
島
県
と
廿
日
市
市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委

託
に
関
す
る
規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

〃

)

…
…
二
八

(

以
上
県
法
規
登
載)

公

告

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

(

文
化
・
県
民
協
働
室)

…
…
二
九

△

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
室)

…
…
二
九

△

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
同
意(

市
町)

(

東
広
島
地
域
事
務
所)

…
…
二
九

△

土
地
改
良
事
業
廃
止
の
同
意(

市
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(

〃

)

…
…
三
〇

△

換
地
処
分(

市
町)

(

尾
三
地
域
事
務
所)

…
…
三
〇

県
議
会
規
則

△

広
島
県
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
〇

(

県
法
規
登
載)

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

三
〇

公
安
委
員
会
公
告

△

教
習
指
導
員
審
査(

大
型)

の
実
施

三
一

収
用
委
員
会
公
告

△

土
地
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
の
決
定

三
一

△

土
地
収
用
法
施
行
令
の
規
定
に
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る
公
示
送
達
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五
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公公公
布布布
さささ
れれれ
たたた
規規規
則則則
ののの
あああ
ららら
ままま
ししし

★

広
島
県
屋
外
広
告
物
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

規
則
第
十
号)

(

都
市
総
務
室)

一

改
正
の
要
旨

広
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
屋
外
広
告
業
の
登
録
申
請
書
の
様

式
を
定
め
る
な
ど
必
要
な
規
定
の
整
備
を
行
っ
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
九
年
四
月
一
日

規規規

則則則

広
島
県
屋
外
広
告
物
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
十
号

広
島
県
屋
外
広
告
物
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
屋
外
広
告
物
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
七
十
六
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
三
号
中｢

た
め｣

を｢

た
め
に｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

、
お
お
む
ね｣

を
削
り
、

同
号
へ
中

｢

広
島
市｣

の
下
に

｢

、
尾
道
市｣

を
加
え
、｢

市
町｣

を

｢

市
町
村｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

申
請
書｣

を

｢

屋
外
広
告
物
変
更
許
可
申
請
書｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
る
。

第
十
六
条
中

｢

第
二
十
一
条
の
二｣

を

｢

第
二
十
三
条
、
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
八
条｣

に
改
め
、
同

条
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中

｢

別
記
様
式
第
十
三
号｣

を

｢

別
記
様
式
第
二
十
三
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十

条
と
す
る
。

第
十
四
条
中

｢

別
記
様
式
第
十
二
号｣

を

｢

別
記
様
式
第
二
十
一
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と

し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

立
入
検
査
職
員
の
身
分
証
明
書)

第
二
十
九
条

条
例
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二

十
二
号
に
よ
る
。

第
十
三
条
中

｢

別
記
様
式
第
十
一
号｣

を

｢

別
記
様
式
第
十
八
号｣

に
、｢

証
明
書｣

を

｢

屋
外
広
告
物

講
習
会
修
了
証
明
書｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

(

標
識
の
掲
示)

第
二
十
五
条

条
例
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

登
録
年
月
日

三

営
業
所
の
名
称

四

業
務
主
任
者
の
氏
名

２

条
例
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
屋
外
広
告
業
者
が
掲
げ
る
標
識
は
、
別
記
様
式
第
十
九
号
に
よ
る
。

(

帳
簿
の
記
載
事
項
等)

第
二
十
六
条

屋
外
広
告
業
者
は
、
条
例
第
三
十
三
条
の
帳
簿
を
広
告
物
の
表
示
又
は
掲
出
物
件
の
設
置
の

契
約
ご
と
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

屋
外
広
告
業
者
は
、
条
例
第
三
十
三
条
の
帳
簿
を
各
事
業
年
度
の
末
日
を
も
つ
て
閉
鎖
す
る
も
の
と
し
、

閉
鎖
後
五
年
間
営
業
所
ご
と
に
当
該
帳
簿
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

条
例
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

注
文
者
の
氏
名
及
び
住
所

(

法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地)

二

広
告
物
の
表
示
又
は
掲
出
物
件
の
設
置
の
場
所

三

表
示
し
た
広
告
物
又
は
設
置
し
た
掲
出
物
件
の
名
称
又
は
種
類
及
び
数
量

四

当
該
表
示
又
は
設
置
の
年
月
日

五

請
負
金
額

(

屋
外
広
告
業
者
監
督
処
分
簿)

第
二
十
七
条

条
例
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一

処
分
を
受
け
た
屋
外
広
告
業
者
の
商
号
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

(

法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名

称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名)

並
び
に
登
録
番
号

二

処
分
の
原
因
と
な
つ
た
事
実

三

処
分
の
根
拠
と
な
つ
た
条
例
の
条
項

四

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

条
例
第
三
十
六
条
第
一
項
の
屋
外
広
告
業
者
監
督
処
分
簿

(

以
下

｢

監
督
処
分
簿｣

と
い
う
。)

は
、

処
分
ご
と
に
作
成
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
閲
覧
期
間
は
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
五
年
間
と
す
る
。

３

監
督
処
分
簿
を
閲
覧
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
二
十
号
に
よ
る
屋
外
広
告
業
者
監
督
処
分
簿

閲
覧
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
十
九
条

(

第
三
項
を
除
く
。)

の
規
定
は
、
監
督
処
分
簿
の
閲
覧
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
中｢

第
三
条｣

を｢

第
二
条
第
四
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
十
一
条
中

｢

別
記
様
式
第
十
号｣

を

｢

別
記
様
式
第
十
七
号｣

に
、｢

申
込
書｣

を

｢

屋
外
広
告
物
講

習
会
受
講
申
込
書｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中

｢

第
二
十
一
条
の
三｣

を

｢

第
三
十
条｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
九
条
を
削
る
。

第
八
条
の
五
中｢
別
記
様
式
第
八
号
の
三｣

を｢

別
記
様
式
第
八
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
し
、

同
条
の
次
に
次
の
八
条
を
加
え
る
。

(

登
録
の
更
新
の
申
請
期
限)

第
十
三
条

屋
外
広
告
業
者
は
、
条
例
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
そ
の
者
が
現
に
受
け
て
い
る
登
録
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
申
請
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

登
録
申
請
書)

第
十
四
条

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
登
録
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
九
号
に
よ
る
。

(

登
録
申
請
書
の
添
付
書
類)

第
十
五
条

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

屋
外
広
告
業
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

(

以
下

｢
登
録
申
請
者｣

と
い
う
。)

が
法
人
で
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
役
員

(

業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
じ
る
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。)

、
屋
外
広
告
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
が
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る

こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

二

登
録
申
請
者
が
選
任
し
た
業
務
主
任
者
が
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
当
該
業
務
主
任
者
の
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

三

登
録
申
請
者

(

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
役
員
、
屋
外
広
告
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の

能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
申
請
者
及
び
そ
の
法
定
代
理
人)
の
略
歴

を
記
載
し
た
書
面
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

四

登
録
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
書
面
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
号
と
す
る
。

３

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
略
歴
を
記
載
し
た
書
面
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
一
号
と
す
る
。

４

前
条
の
登
録
申
請
書
及
び
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
登
録
申
請
書
に
添
付
す
る
書

類
の
提
出
部
数
は
、
一
通
と
す
る
。

(

登
録
の
通
知)

第
十
六
条

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

(

登
録
の
拒
否
の
通
知)

第
十
七
条

条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

(

変
更
の
届
出)

第
十
八
条

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
別
記
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
屋
外

広
告
業
登
録
事
項
変
更
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
及
び

知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

屋
外
広
告
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
、
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

面
二

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

(

商
業
登
記
の
変
更
を
必
要
と
す
る
場
合

に
限
る
。)

登
記
事
項
証
明
書

三

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
第
十
五
条
第

一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
書
面

四

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号

の
書
面

五

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
書
面

３

前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
書
面
の
様
式
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
。

４

第
一
項
の
届
出
書
及
び
第
二
項
の
添
付
書
類
の
提
出
部
数
は
、
一
通
と
す
る
。

(

屋
外
広
告
業
者
登
録
簿
の
閲
覧
等)

第
十
九
条

条
例
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
屋
外
広
告
業
者
登
録
簿

(

以
下

｢

登
録
簿｣

と
い
う
。)

を

一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
た
め
の
閲
覧
の
場
所

(

第
四
項
に
お
い
て

｢

閲
覧
所｣

と
い
う
。)

は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

広
島
市
中
区
基
町

広
島
県
都
市
部
都
市
事
業
局
都
市
総
務
室

２

登
録
簿
の
閲
覧
時
間
は
、
広
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例

(

平
成
元
年
広
島
県
条
例
第
二
号)

第
一
条

第
一
項
の
県
の
休
日
を
除
く
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

３

登
録
簿
を
閲
覧
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
五
号
に
よ
る
屋
外
広
告
業
者
登
録
簿
閲
覧
申
請

書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

閲
覧
者
は
、
登
録
簿
を
閲
覧
所
の
所
定
の
場
所
で
閲
覧
す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
を
閲
覧
所
の
外
に
持
ち

出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

５

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
閲
覧
を
停
止
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

こ
の
規
則
に
違
反
し
、
又
は
係
員
の
指
示
に
従
わ
な
い
者
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二

登
録
簿
を
損
傷
し
、
又
は
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

三

他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
し
、
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

６

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
登
録
簿
の
管
理
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

は
、
登
録
簿
の
閲
覧
を
停
止
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

廃
業
等
の
手
続)

第
二
十
条

条
例
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
業
等
の
届
出
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
に
よ
る
屋

外
広
告
業
廃
業
等
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
の
提
出
部
数
は
、
一
通
と
す
る
。

第
八
条
の
四
を
第
十
一
条
と
し
、
第
八
条
の
三
を
第
十
条
と
す
る
。

第
八
条
の
二
中｢

別
記
様
式
第
八
号
の
二｣

を｢

別
記
様
式
第
七
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
ロ�
中

｢

及
び
一
般
国
道
で
本
州
と
四
国
を
連
絡
す
る
も
の

(

自
動
車
専
用
道
路

(

道

路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を

受
け
た
道
路
又
は
道
路
の
部
分
を
い
う
。)

の
部
分
に
限
る
。
以
下

｢

本
州
四
国
連
絡
道
路｣

と
い
う
。)｣

を
削
り
、
同
号
ロ
(二)�
及
び
ロ
(三)
中

｢

及
び
本
州
四
国
連
絡
道
路｣

を
削
り
、
同
号
ロ
(三)�
中

｢
(

県
道
後

山
公
園
洗
谷
線
か
ら
展
望
で
き
る
接
続
地
域
内
に
あ
つ
て
は
、
百
メ
ー
ト
ル
以
上)
｣

を
削
る
。

別
表
第
二
第
一
号
イ
中

｢

第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号｣

を

｢
第
八
号
か
ら
第
十
号｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
七
号
及
び
別
記
様
式
第
八
号
を
削
る
。

別
記
様
式
第
八
号
の
二
中

｢様
式
第
８
号
の
２
(第
８
条
の
２
関
係
)
｣

を

｢様
式
第
７
号
(第
９
条
関

係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
七
号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
八
号
の
三
中

｢様
式
第
８
号
の
３
(第
８
条
の
５
関
係
)
｣

を
｢様
式
第
８
号
(第

12条
関

係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
八
号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
九
号
及
び
別
記
様
式
第
十
号
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

様
式
第
９
号
(第

14条
関
係
)

(表
面
)

屋
外
広
告
業
登
録
申
請
書

平
成

年
月

日

広
島
県
知
事

様

申
請
者

住
所

氏
名

�
屋
外
広
告
業
の
登
録
を
受
け
た
い
の
で�

広
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
第

23条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り�

関
係
書
類
を
添
え
て�

次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

。
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���
法
人
に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地�

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 ���

申
請
者
が
未
成
年
者
で

あ
る
場
合
の
法
定
代
理

人
の
氏
名�
生
年
月
日

及
び
住
所

法
人
で
あ
る
場
合
の
役

員
(業
務
を
執
行
す
る

社
員�
取
締
役
又
は
こ

れ
に
準
じ
る
者
)
の
職

氏
名

住
所

法
人
・
個
人
の
別

ふ
り
が
な
ふ
り
が
な

商
号�
氏

名
及
び
生
年
月
日

登
録
の

種
類
新
規
・
更
新

住
所

ふ
り
が
な

氏
名

職

郵
便
番
号
(

－
)

電
話
番
号
(

)
－

１
法
人

２
個
人

生
年
月
日

年
月

日

※
登
録
年
月
日

※
登
録
番
号郵
便
番
号
(

－
)

電
話
番
号
(

)
－

生
年
月
日

年
月

日

ふ
り
が
な

氏
名

年
月

日

広
島
県
屋
外
広
告
業
登
録
第

号

職
ふ
り
が
な

氏
名

��
法
人
に
あ
つ
て
は�
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名 ����

法
人
に
あ
つ
て
は�
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地 ��

(定期)



(裏
面
)

備
考

１
※
印
欄
は�

初
回
登
録
の
場
合�

記
入
し
な
い
こ
と

。

２
｢新
規
・
更
新
｣
及
び
｢法
人
・
個
人
の
別
｣
に
つ
い
て
は�

い
ず
れ
か
該
当
す
る
方
に

○
印
を
付
す
こ
と

。

３
記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は�

別
紙
に
記
載
す
る
こ
と

。

４
用
紙
の
大
き
さ
は�

日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

様
式
第

10号
(第

15条
関
係
)誓

約
書平
成

年
月

日

広
島
県
知
事

様

申
請
者

住
所

氏
名

�
登
録
申
請
者�

そ
の
役
員
及
び
法
定
代
理
人
は�

広
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
第

25条
第
１
項
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
し
ま
す

。

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は�

日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。
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他
の
地
方
公
共
団
体

に
お
け
る
登
録
番
号

広
島
県
の
区
域
内
に

お
い
て
営
業
を
行
う

営
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地
並
び
に
当
該

営
業
所
の
業
務
主
任

者
の
氏
名

登
録
を
受
け
た

地
方
公
共
団
体
名

営業所 営業所 営業所

業務主任者 所
在

地

名
称

業務主任者 所
在

地

名
称

業務主任者 所
在

地

名
称

修
了
証
番
号
等

ふ
り
が
な

氏
名

修
了
証
番
号
等

ふ
り
が
な

氏
名

修
了
証
番
号
等

ふ
り
が
な

氏
名

登
録

年
月

日

郵
便
番
号
(

－
)

電
話
番
号
(

)
－

郵
便
番
号
(

－
)

電
話
番
号
(

)
－

郵
便
番
号
(

－
)

電
話
番
号
(

)
－

登
録

番
号

���
法
人
に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地�

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 ���

(定期)



別
記
様
式
第
十
二
号
及
び
別
記
様
式
第
十
三
号
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
中

｢様
式
第

11号
(第

13条
関
係
)｣

を

｢様
式
第

18号
(第

24条
関
係
)｣

に
、

｢第
21条

の
３
｣

を

｢第
30条

｣

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
八
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
五

様
式
を
加
え
る
。

様
式
第

19号
(第

25条
関
係
)

備
考

登
録
票
の
大
き
さ
は�

縦
35セ

ン
チ
メ

ート
ル
以
上�

横
40セ

ン
チ
メ

ート
ル
以
上
と
す
る

。

様
式
第

20号
(第

27条
関
係
)

屋
外
広
告
業
者
監
督
処
分
簿
閲
覧
申
請
書平
成

年
月

日

広
島
県
知
事

様

住
所

氏
名

�
電
話
番
号
(

)
－

屋
外
広
告
業
者
監
督
処
分
簿
を
閲
覧
し
た
い
の
で�

広
島
県
屋
外
広
告
物
に
関
す
る
規
則
第

27条
第

３
項
の
規
定
に
よ
り�

次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

。

備
考

１
法
人
の
従
業
者
等
が
業
務
の
た
め
に
申
請
す
る
場
合
は�

法
人
の
事
務
所
の
所
在
地�

名

称
及
び
閲
覧
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

。

２
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

３
※
印
欄
に
は�

記
載
し
な
い
こ
と

。

４
用
紙
の
大
き
さ
は�

日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

平成19年 3月19日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 1 5号

6

こ
の
営
業
所
に
置
か
れ
て

い
る
業
務
主
任
者
の
氏
名

営
業

所
名

登
録

年
月

日

登
録

番
号

法
人
で
あ
る
場
合
の

代
表
者
の
氏
名

商
号�

氏
名
又
は
名
称

屋
外
広
告
業
者
登
録
票

年
月

日

広
島
県
屋
外
広
告
業
登
録
第

号

受
付

処
理

欄

閲
覧

目
的

閲
覧
し
よ

う
と
す
る

業
者

住
所
又
は
所

在
地

商
号�
氏
名

又
は
名
称

※

(定期)



様
式
第

21号
(第

28条
関
係
)

(表
面
)

(裏
面
)

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は�

縦
５
セ
ン
チ
メ

ート
ル�

横
８
セ
ン
チ
メ

ート
ル
と
す
る

。

様
式
第

22号
(第

29条
関
係
)

(表
面
)

(裏
面
)

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は�

縦
５
セ
ン
チ
メ

ート
ル�

横
８
セ
ン
チ
メ

ート
ル
と
す
る

。

平成19年 3月19日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 1 5号

7

第
号

身
分

証
明

書

職
名

氏
名

生
年
月
日

広
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
第

12条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

。

平
成

年
月

日

広
島
県
知
事

印□

広
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
抜
粋

(調
査
)

第
１
２
条
知
事
は�
必
要
と
認
め
た
と
き
は�
広
告
物
を
表
示
し�
若
し
く
は
掲
出
物
件
を
設
置
し�
若

し
く
は
こ
れ
ら
を
管
理
す
る
者
か
ら
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め�
又
は
当
該
広
告
物
及
び
当
該

掲
出
物
件
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
は�
知
事
が
任
命
す
る
調
査
員
が
行
う

。

３
前
項
の
調
査
員
は�
そ
の
職
務
を
行
う
と
き
は�
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し�
関
係
人
の
請
求

が
あ
つ
た
と
き
は�
こ
れ
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

第
号

身
分

証
明

書

職
名

氏
名

生
年
月
日

広
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
第

37条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

。

平
成

年
月

日

広
島
県
知
事

印□

広
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
抜
粋

(報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
)

第
３
７
条
知
事
は�
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て�
県
の
区
域
内
で
屋
外
広
告
業
を
営
む

者
に
対
し
て�
そ
の
営
業
に
つ
き�
必
要
な
報
告
を
さ
せ�
又
は
そ
の
職
員
に�
営
業
所
そ
の
他
営
業
に

関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り�
帳
簿�
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
し�
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る

。

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は�
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し�
関
係
者
の
請

求
が
あ
つ
た
と
き
は�
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は�
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な

ら
な
い

。

(定期)



様
式
第

23号
(第

30条
関
係
)

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は�

縦
５
セ
ン
チ
メ

ート
ル�

横
８
セ
ン
チ
メ

ート
ル
と
す
る

。

別
記
様
式
第
十
号
の
次
に
次
の
七
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第

11号
(第

15条
関
係
)

備
考

１
｢法
人
の
役
員

本
人

法
定
代
理
人
｣
に
つ
い
て
は�

該
当
す
る
も
の
に
○
印
を
付
す

こ
と

。
２

｢行
政
処
分
等
｣
の
欄
に
は�

屋
外
広
告
物
法
(昭
和

24年
法
律
第

189号
)
に
基
づ
く

条
例
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
経
歴
又
は

同
法
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た
経
歴
に
つ
い
て
記
入
す
る
こ
と

。

３
用
紙
の
大
き
さ
は�

日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

平成19年 3月19日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 1 5号

8

第
号

身
分

証
明

書

職
名

氏
名

生
年
月
日

屋
外
広
告
物
法
第
７
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り�
違
反
に
係
る
は
り
紙�
は
り
札
等�
広
告
旗
又
は
立
看

板
等
を
除
却
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

。

平
成

年
月

日

広
島
県
知
事

印□

上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん

。

平
成

年
月

日
氏
名

�
行政処分等 略歴 ふ

り
が

な
氏

名

現
住

所

年
月

日

期
間

自
年
月
日

至
年
月
日

行
政

処
分

等
の

内
容

職
務
内
容
又
は
業
務
内
容

郵
便
番
号
(

－
)

電
話
番
号
(

)
－

生
年
月
日

年
月

日

登
録
申
請
者 ����

法
人
の
役
員

本
人

法
定
代
理
人 ����

の
略
歴
書

(定期)



様
式
第

12号
(第

16条
関
係
)

平
成

年
月

日

様

広
島

県
知

事
印□

屋
外
広
告
業
登
録
通
知
書

平
成

年
月

日
付
け
で
申
請
の
屋
外
広
告
業
の
登
録
(更
新
の
登
録
)
に
つ
い
て
は�

広
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
第

24条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り�

次
の
と
お
り
登
録
し
た
の
で�

同
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す

。

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は�

日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

様
式
第

13号
(第

17条
関
係
)

屋
外
広
告
業
登
録
拒
否
通
知
書

指
令

第
号

氏
名

住
所

平
成

年
月

日
付
け
で
申
請
の
屋
外
広
告
業
の
登
録
(更
新
の
登
録
)
に
つ
い
て
は�

広
島

県
屋
外
広
告
物
条
例
第

25条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き�

次
の
理
由
に
よ
り
登
録
を
拒
否
し
た
の
で�

同

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

平
成

年
月

日

広
島
県
知
事

印□

登
録
を
拒
否
す
る
理
由

こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
に
は�

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て

60日
以
内
に�

広
島
県
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。ま
た�

こ
の
処
分
が

あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
(広
島
県
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
し
た
場
合
は�

当
該
異
議
申
立
て
に
対

す
る
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
)
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
広
島
県
を
被
告
と
し
て
広

島
地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
(訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を

代
表
す
る
者
は
広
島
県
知
事
と
な
り
ま
す

。)

。

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は�

日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

平成19年 3月19日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 1 5号

9

有
効
期
間
満
了
年
月
日

初
回
登
録
年
月
日

登
録
年
月
日

登
録

番
号

年
月

日

年
月

日

年
月

日

広
島
県
屋
外
広
告
業
登
録
第

号

���
法
人
に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地�

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 ���

(定期)



様
式
第

14号
(第

18条
関
係
)

屋
外
広
告
業
登
録
事
項
変
更
届
出
書

平
成

年
月

日

広
島
県
知
事

様

住
所

氏
名

�
広
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
第

26条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り�

次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す

。

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は�

日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

様
式
第

15号
(第

19条
関
係
)

屋
外
広
告
業
者
登
録
簿
閲
覧
申
請
書

平
成

年
月

日

広
島
県
知
事

様

住
所

氏
名

�
電
話
番
号
(

)
－

屋
外
広
告
業
者
登
録
簿
を
閲
覧
し
た
い
の
で�

広
島
県
屋
外
広
告
物
に
関
す
る
規
則
第

19条
第
３
項

の
規
定
に
よ
り�

次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す

。

備
考

１
法
人
の
従
業
者
等
が
業
務
の
た
め
に
申
請
す
る
場
合
は�

法
人
の
事
務
所
の
所
在
地�

名

称
及
び
閲
覧
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

。

２
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

３
※
印
欄
に
は�

記
載
し
な
い
こ
と

。

４
用
紙
の
大
き
さ
は�

日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

平成19年 3月19日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 1 5号

10

���
法
人
に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地�

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 ���

変
更

事
項

登
録

年
月

日

登
録

番
号

変
更

前

年
月

日

広
島
県
屋
外
広
告
業
登
録
第

号

変
更

後
変
更
年
月
日

受
付

処
理

欄

閲
覧

目
的

閲
覧
し
よ

う
と
す
る

業
者

住
所
又
は
所

在
地

商
号�

氏
名

又
は
名
称

※

(定期)(定期)



様
式
第

16号
(第

20条
関
係
)

屋
外
広
告
業
廃
業
等
届
出
書

平
成

年
月

日

広
島
県
知
事

様

住
所

氏
名

�
電
話
番
号
(

)
－

広
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
第

28条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り�

次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す

。

備
考

１
｢法
人
・
個
人
の
別
｣�

｢届
出
の
理
由
｣
及
び
｢屋
外
広
告
業
者
と
届
出
人
と
の
関
係
｣

に
つ
い
て
は�

該
当
す
る
も
の
に
○
印
を
付
す
こ
と

。

２
用
紙
の
大
き
さ
は�

日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

様
式
第

17号
(第

22条
関
係
)

屋
外
広
告
物
講
習
会
受
講
申
込
書

平
成

年
月

日

広
島
県
知
事

様

住
所

氏
名

�
広
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
第

30条
の
規
定
に
よ
る
講
習
会
を
受
講
し
た
い
の
で�

次
の
と
お
り
申
し

込
み
ま
す

。

注
意
事
項

１
※
印
欄
は�

記
入
し
な
い
こ
と

。

２
不
用
の
文
字
は�

消
す
こ
と

。

３
屋
外
広
告
物
の
施
工
に
関
す
る
事
項
に
係
る
講
習
科
目
の
受
講
の
免
除
を
申
請
す
る

者
は�

免
除
の
対
象
と
な
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と

。

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は�

日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

平成19年 3月19日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 1 5号

11

���
法
人
に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地�

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 ���

屋
外
広
告
業
者
と

届
出
人
と
の
関
係

届
出
理
由
の
生
じ
た
日

届
出
の
理
由

住
所

法
人
・
個
人
の
別

ふ
り
が
な
ふ
り
が
な

商
号�

氏
名

及
び
生
年
月
日

登
録
年
月
日

登
録

番
号

１
相
続
人

２
元
代
表
役
員

３
破
産
管
財
人

４
清
算
人

５
本
人

年
月

日

１
死
亡

２
合
併
に
よ
る
消
滅

３
破
産
手
続
開
始
の
決
定

４
解
散

５
廃
止

郵
便
番
号
(

－
)

電
話
番
号
(

)
－

１
法
人

２
個
人

生
年
月
日

年
月

日

年
月

日

広
島
県
屋
外
広
告
業
登
録
第

号

��
法
人
に
あ
つ
て
は�
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名 ��

※
整
理
番
号

屋
外
広
告
物
の
施
工
に
関
す
る
事
項
に
係
る
講
習
科
目
の

受
講
の
免
除
申
請
の
有
無

勤
務
先

現
住
所

ふ
り
が
な

氏
名

所
在
地

名
称

電
話
番
号
(

)
－

電
話
番
号
(

)
－

生
年
月
日

有
・
無

(定期)



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
千
百
二
十
五
号

(

広
島
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
県
の
機
関
が
定
め
る
保
存
、
作
成
、
縦
覧
等
、
交

付
等
及
び
立
入
り
等
に
係
る
帳
簿
、
書
類
等)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一
の
表
中

改
め
、
二
の
表
中

改
め
、
三
の
表
中

改
め
る
。

広
島
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

広
島
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画
法

(

昭
和
四
十
九

年
法
律
第
九
十
二
号)

第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
公
表
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
広
島
県
県
民
生
活
部
総
務
管
理
局
文
化
・
県
民
協
働
室
及
び
各
広
島
県
地
域

事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

農
業
地
域
に
つ
い
て
、
広
島
市
、
尾
道
市
、
森
林
地
域
に
つ
い
て
、
呉
市
、
三
原
市
、
東
広
島
市
、
江
田

島
市
の
区
域
の
一
部
を
変
更
し
た
。

広
島
県
告
示
第
二
百
六
十
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
十
七
第

一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
廃
棄
物
が
地
下
に
あ
る
土
地
を
指
定
区
域
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

障
害
者
自
立
支
援
法

(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
指

定
自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。
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｢

旅
館
業
法
施
行
条
例(

昭
和
二
十
三
年
広
島
県
条
例
第
百
四

号)

第
六
条
第
五
号
ル
及
び
ワ

｣

を

｢

広
島
県
屋
外
広
告
物
条
例(

昭
和
二
十
四
年
広
島
県
条
例
第

七
十
二
号)

旅
館
業
法
施
行
条
例(

昭
和
二
十
三
年
広
島
県
条
例
第
百
四

号)

第
三
十
三
条

第
六
条
第
五
号
ル
及
び
ワ

｣

に
｢

食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
営
業
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例

別
表
第
一
第
一
号
ハ�
、
同
号
ヘ�
、�
及

び�
並
び
に
同
表
第
二
号
イ

｣

を

｢

食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
営
業
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例

広
島
県
屋
外
広
告
物
条
例

別
表
第
一
第
一
号
ハ�
、
同
号
ヘ�
、�
及

び�
並
び
に
同
表
第
二
号
イ

第
三
十
三
条

｣

に

｢

広
島
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例

第
十
七
条
第
二
項

｣

を

｢

広
島
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例

広
島
県
屋
外
広
告
物
条
例

第
十
七
条
第
二
項

第
三
十
七
条
第
一
項

｣

に

尾
道
市
因
島
鏡
浦
町
字
外
梶
一
九
八
番
四
、
六
〇
三
番
及
び
六
〇
五
番
、
尾
道
市
因

島
鏡
浦
町
字
熊
山
六
一
八
番
、
六
一
九
番
、
六
二
〇
番
、
六
二
二
番
、
六
二
三
番
、

六
二
四
番
、
六
二
五
番
、
六
二
六
番
、
六
二
七
番
、
六
二
八
番
、
六
二
九
番
一
、
六

二
九
番
二
、
六
三
〇
番
、
六
三
一
番
、
六
三
二
番
、
六
三
三
番
一
、
六
三
五
番
一
、

六
三
九
番
三
、
六
四
〇
番
一
、
六
四
二
番
一
、
六
四
二
番
三
、
六
四
三
番
、
六
四
四

番
、
六
四
五
番
一
、
六
四
五
番
三
、
六
四
九
番
三
、
六
五
〇
番
一
、
六
五
一
番
、
六

五
二
番
、
六
五
三
番
、
六
五
四
番
、
六
五
五
番
、
甲
六
五
六
番
・
丙
六
五
六
番
合
併

及
び
乙
六
五
六
番
、
並
び
に
尾
道
市
因
島
鏡
浦
町
字
深
谷
六
八
二
番

指

定

区

域

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
施
行
令(

昭
和

四
十
六
年
政
令
第
三
百
号)

第
十
三
条
の
二
第
一
号

埋
立
地
の
区
分

(定期)



平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

病
院
又
は
診
療
所

二

薬
局
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
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公
立
世
羅
中
央
病

院 医
療
法
人
吉
原
胃

腸
科
外
科

医
療
法
人
仁
康
会

港
町
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
社
団
陽

正
会
寺
岡
記
念
病

院 医
療
法
人
社
団
八

木
診
療
所

医
療
法
人
社
団
二

山
会
宗
近
病
院

医
療
法
人
社
団
友

和
会
友
和
病
院

医
療
法
人
社
団
千

和
会
ほ
そ
や
内
科

ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
社
団
恵

宣
会
竹
原
病
院

医
療
法
人
社
団
神

田
会
木
曽
病
院

今
村
ク
リ
ニ
ッ
ク

市
立
三
次
中
央
病

院 名

称

世
羅
郡
世
羅
町
本

郷
九
一
八－

三

尾
道
市
向
東
町
八

六
八
一－

一

三
原
市
港
町
三
丁

目
一
九－

六

福
山
市
新
市
町
大

字
新
市
三
七

尾
道
市
御
調
町
大

田
三

東
広
島
市
西
条
町

御
薗
宇
七
〇
三

廿
日
市
市
峠
字
下

ヶ
原
五
〇
〇

府
中
市
中
須
町
一

六
九
四

竹
原
市
下
野
町
六

五
〇

尾
道
市
神
田
町
二－

二
四

山
県
郡
北
広
島
町

有
田
一
五
三
二

三
次
市
東
酒
屋
町

五
三
一 所

在
地

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

自

立

支

援

医
療
の
種
類

内
科
・
神

経
内
科
・

小
児
科
・

脳
神
経
外

科 心
療
内
科
・

神
経
科
・

胃
腸
科

精
神
科
・

神
経
科
・

内
科

脳
神
経
外

科 内
科

精
神
科

精
神
科
・

神
経
科

内
科
・
消

化
器
科
・

小
児
科

精
神
科

内
科
・
胃

腸
科
・
神

経
内
科
・

精
神
科
・

心
療
内
科

内
科
・
心

療
内
科

小
児
科
・

脳
神
経
外

科 標

ぼ

う

し
て
い
る

診
療
科
名

片

岡

雅

明

吉

原

久

司

小

野

恵

子

竹

信

敦

充

八

木

徹

冨

永

春

夫

末

田

格

細

谷

茂

衛

塚

野

健

木

曽

昭

彦

今

村

展

隆

川

本

行

彦

指
定
自
立
支
援
医

療
を
主
と
し
て
担

当
す
る
医
師
又
は

歯
科
医
師
の
氏
名

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

三
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

指
定
年
月
日

府
中
市
立
湯
が
丘

病
院

フ
ジ
タ
ク
リ
ニ
ッ

ク 広
島
県
立
総
合
精

神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー

東
福
山
内
科
病
院

早
川
ク
リ
ニ
ッ
ク

廿
日
市
野
村
病
院

信
岡
医
院

千
代
田
病
院

庄
原
市
国
民
健
康

保
険
総
領
診
療
所

総
合
病
院
三
原
赤

十
字
病
院

公
立
み
つ
ぎ
総
合

病
院

府
中
市
上
下
町
矢

野
一
〇
〇

福
山
市
神
辺
町
川

南
三
一
六
二－

一

安
芸
郡
坂
町
北
新

地
二
丁
目
三－

七

七 福
山
市
引
野
町
北

二
丁
目
二
二－

一

六 呉
市
広
大
広
二
丁

目
七－

四

廿
日
市
市
宮
内
字

佐
原
田
四
二
〇
九－

二 府
中
市
府
川
町
一

三
三

山
県
郡
北
広
島
町

今
田
三
八
六
〇

庄
原
市
総
領
町
下

領
家
七
一

三
原
市
東
町
二
丁

目
七－

一

尾
道
市
御
調
町
市

一
二
四

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
科

心
療
内
科
・

精
神
科

精
神
科
・

神
経
科

神
経
内
科

心
療
内
科
・

精
神
科
・

内
科

神
経
内
科
・

精
神
科

精
神
科

精
神
科
・

神
経
科
・

内
科

内
科

小
児
科

精
神
科

仲

地

律

雄

藤

田

博

久

横

田

則

夫

大
友
登
志
子

早

川

浩

野
村
昭
太
郎

信

岡

斎

生

瀬

川

芳

久

田

中

未

央

平

本

啓

松

井

俊

樹

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

ア
プ
コ
東
尾
道
薬
局

あ
す
な
ろ
薬
局

青
葉
台
薬
局

あ
い
薬
局
田
辺
健
康
館

名

称

尾
道
市
高
須
町
五
七
三
八

尾
道
市
御
調
町
市
一
〇
八－

一

福
山
市
青
葉
台
一
丁
目
一
〇－

二
七

尾
道
市
古
浜
町
九－

一

所

在

地

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

自
立
支
援
医
療

の

種

類

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

指
定
年
月
日

(定期)
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加
島
薬
局

海
田
調
剤
薬
局

岡
田
漢
方
薬
局

大
原
薬
局

大
柿
薬
局

エ
ー
ス
薬
局

葦
陽
ロ
ー
ズ
薬
局

葦
陽
紅
葉
町
薬
局

葦
陽
ミ
ナ
ミ
薬
局

葦
陽
高
西
薬
局

葦
陽
王
子
中
央
薬
局

イ
ヨ
ウ
薬
局
大
門
店

ア
ロ
マ
薬
局
東
新
涯
店

ア
ロ
マ
薬
局
古
浜
店

ア
ロ
ー
薬
局
東
中
央
店

ア
ロ
ー
薬
局
能
美
店

ア
ロ
ー
薬
局
呉
店

油
見
栄
薬
局

ア
プ
コ
松
永
薬
局

東
広
島
市
西
条
栄
町
一
〇－

二
七

栄
町

ビ
ル
二
Ｆ

安
芸
郡
海
田
町
稲
荷
町
七－

一
五

安
芸
郡
熊
野
町
石
神
二
三
七

江
田
島
市
大
柿
町
大
原
五
九
一
七－

一

江
田
島
市
大
柿
町
小
古
江
六
六
八－

四

廿
日
市
市
宮
内
一
五
二
〇－

八

福
山
市
霞
町
二
丁
目
二－

二

福
山
市
紅
葉
町
三－

二
三

福
山
市
光
南
町
二
丁
目
四－

四

福
山
市
高
西
町
一
丁
目
七－

二
九

福
山
市
手
城
町
一
丁
目
三－
四
四

福
山
市
大
門
町
一
丁
目
三
九－

一
八

尾
道
市
高
須
町
四
七
五
五－

五

尾
道
市
古
浜
町
九－

一
二

呉
市
東
中
央
三
丁
目
七－

一
五

江
田
島
市
能
美
町
高
田
一
五
一
九－

二

呉
市
本
通
六
丁
目
二－

四

大
竹
市
油
見
三
丁
目
一
九－

二
〇

福
山
市
柳
津
町
一
丁
目
二－

三
三

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

そ
よ
か
ぜ
薬
局

セ
ブ
ン
薬
局
大
崎
店

セ
ブ
ン
薬
局

セ
ー
ム
薬
局

す
な
め
利
薬
局

し
ん
め
い
堂
薬
局

新
徳
田
薬
局

新
家
薬
局

新
市
中
央
薬
局

ジ
ャ
ス
コ
広
島
府
中
店
薬
局

し
ま
な
み
薬
局

サ
ン
・
メ
デ
ィ
カ
ル
薬
局
松

永
店

サ
ト
ミ
薬
局

さ
つ
き
薬
局

さ
く
ら
薬
局
三
原
店

寿
薬
局
三
菱
前
店

コ
ス
モ
ス
薬
局

く
す
り
の
国
立
前
薬
局

川
上
薬
局

福
山
市
南
手
城
町
二
丁
目
四－

一
九

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
中
野
四
一
〇
二－

一

福
山
市
春
日
町
七
丁
目
一－

二
四

大
竹
市
新
町
二
丁
目
六－

六

竹
原
市
忠
海
中
町
二
丁
目
二－

四
六

福
山
市
神
辺
町
道
上
二
九
八
一－

三

福
山
市
神
辺
町
新
徳
田
三
丁
目
五
四
二－

二 三
次
市
十
日
市
東
五
丁
目
一
三－

三
七

福
山
市
新
市
町
大
字
新
市
五
四－

一

安
芸
郡
府
中
町
大
須
二
丁
目
一－

一

尾
道
市
因
島
土
生
町
荒
神
平
二
二
五
七－

一 福
山
市
松
永
町
三
四
二－

九

府
中
市
府
中
町
一
四－

二
〇

大
竹
市
新
町
一
丁
目
一－

二
五

三
原
市
宮
浦
六
丁
目
六－

三
九

三
原
市
糸
崎
三
丁
目
四－

七

福
山
市
加
茂
町
下
加
茂
九
九
二－

三

福
山
市
沖
野
上
町
四
丁
目
二
三－

二
八

福
山
市
松
永
町
四
丁
目
八－

二

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日
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に
こ
ぴ
ん
薬
局
千
田
町
店

に
こ
ぴ
ん
薬
局
瀬
戸
町
店

に
こ
ぴ
ん
薬
局
昭
和
町
店

に
こ
ぴ
ん
薬
局
三
新
田
店

に
こ
ぴ
ん
薬
局
沖
野
上
店

に
こ
ぴ
ん
薬
局

中
元
薬
局
パ
ル
パ
店

と
も
も
り
薬
局

徳
山
第
一
薬
局

ト
ー
タ
ス
薬
局
大
竹
店

坪
野
薬
局

中
央
薬
局

田
中
薬
局

タ
ウ
ン
薬
局
ナ
タ
リ
ー
店

大
和
薬
局

大
門
の
ぞ
み
薬
局

そ
う
ご
う
薬
局
向
洋
駅
前
店

全
快
堂
薬
局

全
快
堂
薬
局

福
山
市
千
田
町
二
丁
目
四
七－

五

福
山
市
瀬
戸
町
山
北
四
四
四

福
山
市
昭
和
町
一－

二
七

福
山
市
水
呑
町
四
四
四
七

(

水
呑
三
新
田

七
四－

一)

福
山
市
沖
野
上
町
五
丁
目
一
〇－

二
〇

福
山
市
港
町
二
丁
目
五－

二
三

安
芸
高
田
市
甲
田
町
高
田
原
一
四
三
三－

一 府
中
市
元
町
五
九
一－

一

安
芸
高
田
市
吉
田
町
吉
田
三
七
八
二－

一

大
竹
市
本
町
一
丁
目
四－

一
五

山
県
郡
安
芸
太
田
町
坪
野
八
四
一

府
中
市
鵜
飼
町
五
五
五－
三
三

廿
日
市
市
大
野
原
三
丁
目
二－

一

廿
日
市
市
阿
品
三
丁
目
一－

六

三
原
市
大
和
町
下
徳
良
一
八
九
五－

四

福
山
市
大
門
町
三
丁
目
二
八－

一

安
芸
郡
府
中
町
青
崎
南
六－

二
七

福
山
市
沖
野
上
町
四
丁
目
一
三－

一
二

東
広
島
市
高
屋
町
杵
原
九
五
七－

五

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
新
涯
薬
局

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
さ
ん
て
薬
局

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
国
立
前
調
剤

薬
局

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
ク
レ
ー
ル
薬

局 フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
神
辺
調
剤
薬

局 フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
尾
道
薬
局

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
入
船
調
剤
薬

局 フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
今
津
薬
局

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
い
き
い
き
薬

局 ひ
ま
わ
り
薬
局

廿
日
市
め
じ
ろ
薬
局

廿
日
市
上
野
薬
局

八
本
松
駅
前
薬
局

日
本
調
剤
殿
賀
薬
局

日
本
調
剤
糸
崎
薬
局

西
野
薬
局

に
こ
ぴ
ん
薬
局
三
吉
町
店

に
こ
ぴ
ん
薬
局
久
松
台
店

に
こ
ぴ
ん
薬
局
高
木
店

福
山
市
新
涯
町
一
丁
目
五－

四
〇

福
山
市
沖
野
上
町
四
丁
目
二
三－

二
三

福
山
市
沖
野
上
町
四
丁
目
二
三－

二
七

福
山
市
御
門
町
三
丁
目
三－

九

福
山
市
神
辺
町
新
徳
田
三
丁
目
五
四
六－

二 尾
道
市
西
御
所
町
六－

二
七

福
山
市
入
船
町
二
丁
目
八－

一
二

福
山
市
今
津
町
二
丁
目
二－

一
〇

福
山
市
南
本
庄
三
丁
目
二－

一
六

江
田
島
市
大
柿
町
大
君
八
三
五－

三

廿
日
市
市
廿
日
市
二
丁
目
七－

二
七

廿
日
市
市
串
戸
一
丁
目
九－

四
一

東
広
島
市
八
本
松
町
飯
田
一
四
九－

三

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
下
殿
河
内
七
一

〇－

一

三
原
市
糸
崎
三
丁
目
四－

三

竹
原
市
西
野
町
一
九
二
五－

六

福
山
市
三
吉
町
三
丁
目
三－

二
二

福
山
市
久
松
台
二
丁
目
二－

一
三

府
中
市
高
木
町
四
〇
七－

六

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

三
月
一
日

平
成
一
九
年

三
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

(定期)
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三
次
全
快
堂
薬
局

三
次
セ
ン
タ
ー
薬
局

宮
前
薬
局

マ
ル
シ
ン
薬
局

松
永
フ
ァ
ミ
ー
ル
薬
局

マ
ツ
イ
薬
局

幕
山
中
央
薬
局

ポ
ピ
ー
薬
局

ふ
れ
あ
い
薬
局

府
中
元
町
薬
局

府
中
み
ず
ほ
薬
局

府
中
タ
カ
ズ
ミ
薬
局

フ
ァ
ミ
リ
ー
薬
局

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
三
次
薬
局

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
マ
ロ
ン
薬
局

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
丸
山
調
剤
薬

局 フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
マ
リ
リ
ン
薬

局 フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
野
上
調
剤
薬

局 フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
せ
ら
薬
局

三
次
市
十
日
市
南
五
丁
目
九－

二
四

三
次
市
東
酒
屋
町
五
八
六－

五

福
山
市
宮
前
町
二
丁
目
二－

九

福
山
市
新
市
町
大
字
新
市
六
一
六

福
山
市
松
永
町
三
三
五－

九

福
山
市
曙
町
五
丁
目
二
一－

四
八

福
山
市
幕
山
台
一
丁
目
一－

一

福
山
市
神
辺
町
川
南
三
一
五
八－

八

尾
道
市
栗
原
町
八
五
一
七－

一

府
中
市
元
町
九－

一

安
芸
郡
府
中
町
本
町
一
丁
目
一
三－
一

安
芸
郡
府
中
町
浜
田
三
丁
目
九－

六

福
山
市
新
市
町
大
字
新
市
五
五

三
次
市
十
日
市
中
二
丁
目
一
三－

一

府
中
市
栗
柄
町
二
二
〇
三－

一

尾
道
市
西
久
保
町
一
二－

三
〇

府
中
市
元
町
四
七
二

福
山
市
野
上
町
三
丁
目
四－

一

世
羅
郡
世
羅
町
本
郷
八
二
二－

一
三

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

公
立
み
つ
ぎ
総
合
病
院
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

｢
み
つ

ぎ｣ 尾
道
市
医
師
会
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

吉
田
中
央
薬
局

陽
光
台
薬
局

有
限
会
社
や
な
ぶ
養
神
堂
薬

局 有
限
会
社
ま
え
の
ぶ
薬
局

有
限
会
社
前
空
薬
局

有
限
会
社
中
本
薬
局
プ
ラ
ザ

店 有
限
会
社
中
本
薬
局

有
限
会
社
田
辺
薬
局

有
限
会
社
大
成
権
尚
旭
堂
薬

局 有
限
会
社
ス
ミ
ヨ
シ
薬
局

有
限
会
社
清
水
薬
局

有
限
会
社
栄
薬
局

有
限
会
社
久
井
シ
ン
ポ
薬
局

や
ま
び
こ
薬
局

薬
局
モ
リ
オ
ド
ラ
ッ
グ

安
浦
薬
局

め
じ
ろ
薬
局
有
限
会
社

尾
道
市
御
調
町
市
一
〇
七－

一

尾
道
市
栗
原
東
二
丁
目
四－

三
三

安
芸
高
田
市
吉
田
町
吉
田
三
七
八
二－

八

廿
日
市
市
陽
光
台
五
丁
目
一
二－

一

府
中
市
上
下
町
上
下
一
〇
五
五

東
広
島
市
黒
瀬
町
丸
山
一
三
六
二－

五

廿
日
市
市
前
空
五
丁
目
五－

三
五

三
次
市
十
日
市
中
一
丁
目
一－

一
〇

三
次
市
十
日
市
中
二
丁
目
一
三－

二
二

尾
道
市
古
浜
町
一
四－

一
三

府
中
市
上
下
町
上
下
一
〇
〇
八

呉
市
下
蒲
刈
町
下
島
二
四
八
八

福
山
市
西
町
二
丁
目
一
五－

一

大
竹
市
西
栄
一
丁
目
一
一－

一
七

三
原
市
久
井
町
江
木
八
二－

五

福
山
市
西
町
三
丁
目
一－

二
五

尾
道
市
瀬
戸
田
町
中
野
四
〇
七－

一
三

呉
市
安
浦
町
内
海
南
一
丁
目
一
〇－

四
六

安
芸
郡
府
中
町
本
町
一
丁
目
四－

一
一

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年
一

月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
八
年

一
二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

(定期)



広
島
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
安
佐
北
区
大
林
町
字
森
ケ
迫
一
一
九
、
一
二
〇
、
字
名
郷
一
三
七

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
森
ケ
迫
一
一
九
・
一
二
〇
・
字
名
郷
一
三
七

(

以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
佐
伯
区
湯
来
町
大
字
多
田
字
蛇
前
一
四
九
三
、
一
五
二
三
の
一
、
一
五
二
三
の
四
、
一
五
二
四
、

一
五
二
七
、
一
五
三
四
、
一
五
四
〇
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
蛇
前
一
四
九
三
・
一
五
二
三
の
一
・
一
五
二
三
の
四
・
一
五
二
四
・
一
五
二
七
・
一
五
三
四
・

一
五
四
〇
の
二

(

以
上
七
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
安
佐
北
区
大
林
町
字
山
手
六
三
三
の
二
、
六
三
三
の
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

平成19年 3月19日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 1 5号

17

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

｢

ゆ
う
わ｣

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
せ

せ
ら
ぎ

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
島

の
里

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
う

つ
み

ひ
ま
わ
り
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

世
羅
中
央
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

廿
日
市
市
峠
字
下
ヶ
原
五
〇
〇

三
原
市
本
郷
町
船
木
三
一
〇
五－

三

尾
道
市
向
東
町
八
八
八
三－

一
〇

福
山
市
内
海
町
字
浜
沖
七
三－

二

尾
道
市
久
保
一
丁
目
一
三－

一
四

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
本
郷
九
一
八－

三

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

二
月
一
日

平
成
一
九
年

一
月
一
日

(定期)



三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
山
手
六
三
三
の
二
・
六
三
三
の
三

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
後
山
字
丸
滝
七
五
〇
か
ら
七
五
二
ま
で
、
七
五
四
、
七
六
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
丸
滝
七
五
〇
か
ら
七
五
二
ま
で
・
七
五
四
・
七
六
八

(

以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
佐
伯
区
湯
来
町
大
字
白
砂
字
平
木
山
一
〇
六
六
の
一
、
一
〇
六
九
、
字
上
木
路
三
一
八
七

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
平
木
山
一
〇
六
六
の
一
・
一
〇
六
九

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、

字
上
木
路
三
一
八
七

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
佐
伯
区
湯
来
町
大
字
多
田
字
柏
木
九
二
二
、
九
二
四

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備
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三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
柏
木
九
二
二
・
九
二
四

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
安
佐
北
区
大
林
町
字
森
ケ
迫
三
、
六

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
森
ケ
迫
三
・
六

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
飯
室
字
四
ツ
枝
九
九
九
、
字
畑
西
二
二
三
三
、
二
二
三
八
の
二
、
二
二

三
九
、
二
二
四
三
、
二
二
四
四
、
二
二
四
五
の
一
、
二
二
四
九
、
二
二
六
三
、
二
二
七
九

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
四
ツ
枝
九
九
九
・
字
畑
西
二
二
三
三
・
二
二
三
八
の
二
・
二
二
三
九
・
二
二
四
三
・
二
二
四
四
・

二
二
四
五
の
一
・
二
二
四
九
・
二
二
六
三
・
二
二
七
九

(

以
上
十
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
二
百
七
十
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

廿
日
市
市
永
原
字
舛
垣
内
山
一
二
〇
の
二
、
一
二
一
の
二
、
一
二
二

二

指
定
の
目
的
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土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
舛
垣
内
山
一
二
〇
の
二
・
一
二
一
の
二
・
一
二
二

(

以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
廿
日
市
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

廿
日
市
市
宮
内
字
西
畑
口
甲
三
五
七
九
、
三
五
八
〇
、
三
五
八
二
か
ら
三
五
八
四
ま
で
、
甲
三
五
八
五
、

乙
三
五
八
五
、
三
五
八
六
、
三
五
八
七

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
西
畑
口
甲
三
五
七
九
・
三
五
八
〇
・
三
五
八
二
か
ら
三
五
八
四
ま
で
・
甲
三
五
八
五
・
乙
三
五

八
五
・
三
五
八
六
・
三
五
八
七

(

以
上
九
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
廿
日
市
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
次
市
布
野
町
下
布
野
字
川
平
三
四
○
の
二
、
三
四
九
の
二
、
三
五
一
、
三
五
三
の
一
、
字
大
谷
六
四

○
の
一
、
六
四
一
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
川
平
三
四
○
の
二
・
三
四
九
の
二
・
三
五
一
・
三
五
三
の
一
・
字
大
谷
六
四
○
の
一
・
六
四
一

の
二

(

以
上
六
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢
次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
三
次
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

森
林
法

(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
保

安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
し
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山
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一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
広
島
市
八
本
松
町
飯
田
字
割
岩
山
一
二
七
の
一
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

広
島
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

平
成
十
八
年
広
島
県
告
示
第
五
百
六
十
九
号
の
告
示
に
係
る
基
本
測
量
が
終
了
し
た
旨
、
国
土
交
通
省
国

土
地
理
院
長
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路
線
名

吉
田
豊
栄
線

三

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
建
設

局
庄
原
支
局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路
線
名

四
三
二
号

三

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路
線
名

三
次
庄
原
線

三

道
路
の
区
域
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安
芸
高
田
市
向
原
町
坂
字
水
野
内
六
四
三
番
一
地
先
か
ら

安
芸
高
田
市
向
原
町
坂
字
平
林
沖
三
一
六
五
番
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

の
別

一
六
・
〇
〇
〜

四
四
・
〇
〇

七
・
二
〇
〜
一

三
・
〇
〇

一
六
・
〇
〇
〜

四
四
・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

四
一
〇
・
〇
〇

五
一
三
・
〇
〇

四
一
〇
・
〇
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

解
除

不
用
物
件
延
長

五
一
三
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

備

考

庄
原
市
春
田
町
字
山
根
一
二
四
番
六
地
先
か
ら

庄
原
市
春
田
町
字
山
根
一
四
五
番
一
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

の
別

一
〇
・
〇
〇
〜

一
七
・
五
〇

七
・
〇
〇
〜
一

七
・
五
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

三
二
五
・
〇
〇

三
二
五
・
〇
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

拡
幅 備

考

(定期)



広
島
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
建
設

局
庄
原
支
局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
建
設

局
庄
原
支
局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
二
百
八
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山
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三
次
市
三
良
坂
町
仁
賀
字
市
場
一
〇
二
七
番
一
地
先
か
ら

三
次
市
三
良
坂
町
仁
賀
字
鍋
屋
五
七
七
番
二
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

の
別

一
三
・
〇
〇
〜

三
〇
・
四
〇

一
三
・
〇
〇
〜

二
二
・
二
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
四
六
・
三
〇

一
四
六
・
三
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

拡
幅 備

考

一
般
国
道
四
三

二
号 路

線

名

庄
原
市
春
田
町
字
山
根
一
二
四
番
六
地
先
か
ら

庄
原
市
春
田
町
字
山
根
一
四
五
番
一
地
先
ま
で

供

用

を

開

始

す

る

区

間

平
成
一
九
年
三
月
一

九
日

供
用
を
開
始
す
る
日

県
道
三
次
庄
原

線 路

線

名

三
次
市
三
良
坂
町
仁
賀
字
市
場
一
〇
二
七
番
一
地
先
か
ら

三
次
市
三
良
坂
町
仁
賀
字
鍋
屋
五
七
七
番
二
地
先
ま
で

供

用

を

開

始

す

る

区

間

平
成
一
九
年
三
月
一

九
日

供
用
を
開
始
す
る
日

松
橋
八(

八
一
一
三
―

一)

地
区

松
橋
八(
八
一
一
三)

地
区

松
橋
一
一(

一
三
八

四,
八
一
一
二)

地

区 松
橋
五(

八
一
一
〇
―

一)

地
区

松
橋
五(

八
一
一
〇

,
八
一
一
一)

地
区

松
橋
四(

八
一
〇
九
―

二)

地
区

松
橋
四(

八
一
〇
九
―

一)

地
区

松
橋
四(

八
一
〇
九)

地
区

松
橋
三(

八
一
〇
八)

地
区

松
橋
二(

八
一
〇
七)

地
区

松
橋
一(

六
二
五
二
―

二)

地
区

松
橋
一(

六
二
五
二
―

一)

地
区

松
橋
一(

六
二
五
二)

地
区

区

域

の

名

称

土

砂

災

害

警

戒

区

域

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

区
域
の

表

示

松
橋
八(

八
一
一
三
―

一)

地
区

松
橋
八(

八
一
一
三)

地
区

松
橋
一
一(

一
三
八

四,
八
一
一
二)

地

区 松
橋
五(

八
一
一
〇
―

一)

地
区

松
橋
五(

八
一
一
〇

,
八
一
一
一)

地
区

松
橋
四(

八
一
〇
九
―

二)

地
区

松
橋
四(

八
一
〇
九
―

一)

地
区

松
橋
四(

八
一
〇
九)

地
区

松
橋
三(

八
一
〇
八)

地
区

松
橋
二(

八
一
〇
七)

地
区

松
橋
一(

六
二
五
二
―

二)

地
区

松
橋
一(

六
二
五
二
―

一)

地
区

松
橋
一(

六
二
五
二)

地
区

区

域

の

名

称

土

砂

災

害

特

別

警

戒

区

域

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及
び
法
第
八

条
第
二
項
に
規
定
す
る
土

砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策

の
推
進
に
関
す
る
法
律
施

行
令

(

平
成
十
三
年
政
令

第
八
十
四
号)

で
定
め
る

事
項

(定期)
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善
正
寺
二(

八
一
一

八
―
四)

地
区

善
正
寺
二(

八
一
一

八
―
三)

地
区

善
正
寺
二(

八
一
一

八
―
二)

地
区

善
正
寺
二(

八
一
一

八
―
一)

地
区

善
正
寺
二(

八
一
一

八)

地
区

善
正
寺
四(

一
三
八

五,
八
一
一
七)

地

区 松
原(

八
一
一
六
―

一
〇)

地
区

松
原(

八
一
一
六
―

九)

地
区

松
原(

八
一
一
六
―

八)

地
区

松
原(

八
一
一
六
―

七)

地
区

松
原(

八
一
一
六
―

六)

地
区

松
原(

八
一
一
六
―

五)

地
区

松
原(

八
一
一
六
―

四)

地
区

松
原(

八
一
一
六
―

三)

地
区

松
原(

八
一
一
六
―

二)

地
区

松
原(

八
一
一
六
―

一)

地
区

松
原(

八
一
一
六)

地
区

松
橋
九(

八
一
一
四)

地
区

松
橋
八(

八
一
一
三
―

二)

地
区

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
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(定期)



各
区
域
に
つ
い
て
、｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
砂
防
室
及
び

広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

広
島
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

平成19年 3月19日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 1 5号
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規
定
す
る
土

砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策

の
推
進
に
関
す
る
法
律
施

行
令

(

平
成
十
三
年
政
令

第
八
十
四
号)

で
定
め
る

事
項

(定期)
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大
井(

一
六
六
二
―

二)

地
区

大
井(

一
六
六
二
―

一)

地
区

大
井(

一
六
六
二)

地
区

大
井(

六
三
五
一)

地
区

大
井
東(

二
三
〇
八)

地
区

西
町(

一
一
〇
一
―

一)

地
区

西
町(

一
一
〇
一)

地
区

西
町(

六
三
六
四)

地
区

西
町(

九
五
六
一)

地
区

西
町(

二
三
四
八)

地
区

西
町(

二
三
四
八
―

一)

地
区

西
町
Ｃ(

〇
六
五
九)

地
区

西
町

(

六
三
六
五,

一
六
六
三)

地
区

西
町(

六
三
六
五
―

一)

地
区

来
須(

一
六
六
一
―

一)

地
区

来
須(

一
六
六
一)

地
区

成
井(

九
四
五
〇
―

三)

地
区

成
井(
九
四
五
〇
―

二)
地
区

成
井(

九
四
五
〇
―

一)

地
区

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

大
井(

一
六
六
二
―

二)

地
区

大
井(

一
六
六
二
―

一)

地
区

大
井(

一
六
六
二)

地
区

大
井(

六
三
五
一)

地
区

大
井
東(

二
三
〇
八)

地
区

西
町(

一
一
〇
一
―

一)

地
区

西
町(

六
三
六
四)

地
区

西
町(

九
五
六
一)

地
区

西
町(

二
三
四
八)

地
区

西
町(

二
三
四
八
―

一)

地
区

西
町
Ｃ(
〇
六
五
九)

地
区

西
町

(

六
三
六
五,

一
六
六
三)

地
区

西
町(

六
三
六
五
―

一)

地
区

来
須(

一
六
六
一
―

一)

地
区

来
須(

一
六
六
一)

地
区

成
井(

九
四
五
〇
―

三)

地
区

成
井(

九
四
五
〇
―

二)

地
区

成
井(

九
四
五
〇
―

一)

地
区

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

宮
原

(

六
三
五
五,

六
三
五
六,
九
四
五

八,
一
六
五
二)
地

区 宮
原(
九
四
五
八
―

一)
地
区

宮
原(

九
四
五
八
―

二)

地
区

宮
原(

九
四
五
九
―

一)

地
区

宮
原(

九
四
五
九)

地
区

宮
原
Ａ(

一
六
五
一
―

二)

地
区

宮
原
Ａ(

一
六
五
一
―

一)

地
区

宮
原
Ａ(

一
六
五
一)

地
区

中
通
Ｂ(

六
三
四
三
―

一)

地
区

中
通
Ｂ(

六
三
四
三)

地
区

中
通
Ａ(

二
三
一
〇)

地
区

中
通(

一
六
五
〇)

地
区

大
井(

九
四
四
九
―

三)

地
区

大
井(

九
四
四
九
―

二)

地
区

大
井(

九
四
四
九
―

一)

地
区

大
井(

九
四
四
九)

地
区

大
井(

一
六
六
二
―

四)

地
区

大
井(

一
六
六
二
―

三)

地
区

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

宮
原

(

六
三
五
五,

六
三
五
六,
九
四
五

八,
一
六
五
二)

地

区 宮
原(

九
四
五
八
―

一)

地
区

宮
原(

九
四
五
八
―

二)

地
区

宮
原(

九
四
五
九
―

一)

地
区

宮
原(

九
四
五
九)

地
区

宮
原
Ａ(

一
六
五
一
―

二)

地
区

宮
原
Ａ(

一
六
五
一
―

一)

地
区

宮
原
Ａ(

一
六
五
一)

地
区

中
通
Ｂ(

六
三
四
三
―

一)

地
区

中
通
Ｂ(

六
三
四
三)

地
区

中
通
Ａ(

二
三
一
〇)

地
区

中
通(

一
六
五
〇)

地
区

大
井(

九
四
四
九
―

三)

地
区

大
井(

九
四
四
九
―

二)

地
区

大
井(

九
四
四
九
―

一)

地
区

大
井(

九
四
四
九)

地
区

大
井(

一
六
六
二
―

四)

地
区

大
井(

一
六
六
二
―

三)

地
区

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

(定期)
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賀
茂
川
支
川(

四
六)

地
区

賀
茂
川
支
川(

四
七)

地
区

上
成
井
川(

三)

地

区 地
蔵
北(

二
三
五
一)

地
区

地
蔵(

二
三
二
一)

地
区

寺
山(

二
三
五
二)

地
区

小
田
山(

二
三
二
二)

地
区

大
王(

一
六
五
六)

地
区

大
王(

一
六
五
六
―

一)

地
区

大
王(

一
六
五
六
―

二)

地
区

阿
此
比(

二
三
〇
九)

地
区

阿
此
比(

九
四
五
三
―

一)

地
区

阿
此
比(

九
四
五
三)

地
区

阿
此
比(

一
六
五
五)

地
区

阿
此
比(

九
四
五
四)

地
区

阿
此
比(

九
四
五
五)

地
区

宮
原(

六
三
五
四)

地
区

宮
原

(
九
四
五
六,

一
六
五
三)

地
区

宮
原(

九
四
五
七)

地
区

土
石
流

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

賀
茂
川
支
川(

四
六)

地
区

賀
茂
川
支
川(

四
七)

地
区

地
蔵
北(

二
三
五
一)

地
区

地
蔵(

二
三
二
一)

地
区

寺
山(

二
三
五
二)

地
区

小
田
山(

二
三
二
二)

地
区

大
王(

一
六
五
六)

地
区

大
王(

一
六
五
六
―

一)

地
区

大
王(

一
六
五
六
―

二)

地
区

阿
此
比(

二
三
〇
九)

地
区

阿
此
比(
九
四
五
三
―

一)
地
区

阿
此
比(

九
四
五
三)

地
区

阿
此
比(

一
六
五
五)

地
区

阿
此
比(

九
四
五
四)

地
区

阿
此
比(

九
四
五
五)

地
区

宮
原(

六
三
五
四)

地
区

宮
原

(

九
四
五
六,

一
六
五
三)

地
区

宮
原(

九
四
五
七)

地
区

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

西
の
川(

二
三
五)

地
区

水
長
山
二
川(
二
三

七)

地
区

水
長
山
一
川(

二
三

八
隣
ｂ)
地
区

水
長
山
一
川(

二
三

八
隣
ａ)

地
区

水
長
山
一
川(

二
三

八
ｂ)

地
区

水
長
山
一
川(

二
三

八
ａ)

地
区

大
井
東
上
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各
区
域
に
つ
い
て
、｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
砂
防
室
及
び

広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
建
設
局
竹
原
支
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

広
島
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

昭
和
三
十
九
年
広
島
県
告
示
第
六
百
十
四
号

(

広
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
に
よ
る
地
域
、
場
所
、
物
件
の

指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一
の
部
中

｢

場
所｣

の
下
に

｢

は
、
次
に
掲
げ
る
地
域
又
は
場
所
と
す
る
。
た
だ
し
、
広
島
市
、
尾
道
市

及
び
福
山
市
の
区
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。｣

を
加
え
、
同
部
一
の
項
、
二
の
項
及
び
三
の
項
第
一
号
中

｢(

広
島
市
及
び
福
山
市
の
区
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。)｣

を
削
り
、
同
項
第
二
号
中

｢

及
び
一
般
国
道
で
本

州
と
四
国
を
連
絡
す
る
も
の

(

自
動
車
専
用
道
路

(

道
路
法
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
指
定
を
受
け
た
道
路
又
は
道
路
の
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
部
分
に
限
る
。)｣

及
び

｢(

広
島

市
及
び
福
山
市
の
区
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。)｣

を
削
り
、
同
項
第
三
号
中

｢(

広
島
市
及
び
福
山
市
の
区

域
に
係
る
も
の
を
除
く
。)｣

を
削
る
。

二
の
部
中

｢

場
所｣

の
下
に

｢

は
、
次
に
掲
げ
る
地
域
又
は
場
所
と
す
る
。
た
だ
し
、
広
島
市
、
尾
道
市

及
び
福
山
市
の
区
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。｣

を
加
え
、
同
部
二
の
項
中

｢

史
蹟｣

を

｢

史
跡｣

に
改
め
、

｢(

広
島
市
及
び
福
山
市
の
区
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。)｣

を
削
り
、
同
部
三
の
項
中

｢(

広
島
市
及
び
福
山

市
の
区
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。)｣

を
削
り
、
同
部
四
の
項
中
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第

十
号
中

｢

自
動
車
専
用
道
路｣

の
下
に

｢(

道
路
法
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

指
定
を
受
け
た
道
路
又
は
道
路
の
部
分
を
い
う
。)｣

を
加
え
、｢(

広
島
市
及
び
福
山
市
の
区
域
に
係
る
も
の

を
除
く
。)｣

を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
中
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。

三
の
部
中

｢

物
件｣

の
下
に

｢

は
、
次
に
掲
げ
る
地
域
及
び
物
件
と
す
る
。｣

を
加
え
、
同
部
一
の
項
中

｢

広
島
市｣

の
下
に

｢

、
尾
道
市｣

を
加
え
る
。

広
島
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

広
島
県
と
広
島
市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

昭
和
四
十
三
年
七
月

一
日
施
行)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

第
一
条
第
四
号
中｢
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
四
項｣

を｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
七
項｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中

｢

第
二
百
三
十
三
条
第
五
項｣

を

｢

第
二
百
三
十
三
条
第
六
項｣

に
改
め
る
。
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広
島
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

広
島
県
と
尾
道
市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

昭
和
四
十
七
年
四
月

一
日
施
行)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

第
一
条
第
一
号
ロ
中

｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
四
項｣

を

｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
七
項｣

に
改
め

る
。第

八
条
中

｢

第
二
百
三
十
三
条
第
五
項｣

を

｢

第
二
百
三
十
三
条
第
六
項｣

に
改
め
る
。

広
島
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

広
島
県
と
三
原
市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

平
成
十
七
年
三
月
二

十
二
日
施
行)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

第
一
条
第
一
号
ロ
中

｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
四
項｣
を

｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
七
項｣

に
改
め

る
。

広
島
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

広
島
県
と
竹
原
市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

昭
和
四
十
七
年
四
月

一
日
施
行)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

第
一
条
第
二
号
中｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
四
項｣

を｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
七
項｣
に
改
め
る
。

第
八
条
中

｢

第
二
百
三
十
三
条
第
五
項｣

を

｢

第
二
百
三
十
三
条
第
六
項｣

に
改
め
る
。

広
島
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

広
島
県
と
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
市
ま
た
は
町
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規

約

(

昭
和
四
十
八
年
五
月
一
日
施
行)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。平

成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

第
一
条
第
二
号
中｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
四
項｣

を｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
七
項｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中

｢

第
二
百
三
十
三
条
第
五
項｣

を

｢

第
二
百
三
十
三
条
第
六
項｣

に
改
め
る
。

広
島
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

広
島
県
と
福
山
市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

平
成
十
五
年
二
月
三

日
施
行)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

第
一
条
第
二
号
中｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
四
項｣

を｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
七
項｣

に
改
め
る
。

広
島
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

広
島
県
と
豊
田
郡
大
崎
上
島
町
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

平
成
十

五
年
四
月
一
日
施
行)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

第
一
条
第
二
号
中｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
四
項｣

を｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
七
項｣

に
改
め
る
。

広
島
県
告
示
第
二
百
九
十
号

広
島
県
と
江
田
島
市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

平
成
十
六
年
十
一

月
一
日
施
行)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

第
一
条
第
二
号
中｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
四
項｣

を｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
七
項｣

に
改
め
る
。

広
島
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

広
島
県
と
東
広
島
市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

平
成
十
七
年
二
月

七
日
施
行)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

第
一
条
第
二
号
中｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
四
項｣

を｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
七
項｣

に
改
め
る
。

広
島
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

広
島
県
と
廿
日
市
市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

平
成
十
七
年
十
一

月
三
日
施
行)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

第
一
条
第
二
号
中｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
四
項｣

を｢

第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
七
項｣

に
改
め
る
。
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公公公

告告告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
開
発
行
為
に
関

す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

三
原
市
沼
田
東
町
片
島
八
五
四
番
、
八
五
五
番
二
の
一
部
、
八
五
六
番
の
一
部

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

三
原
市
沼
田
東
町
片
島
八
五
五
番
地

吉
弘

勝
彦

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
土
地
改
良
事
業

の
計
画
変
更
を
平
成
十
九
年
三
月
九
日
同
意
し
た
。

な
お
、
こ
の
同
意
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
同
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
こ
の
同
意
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。平

成
十
九
年
三
月
十
九
日

平成19年 3月19日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 1 5号

29

特
定
非
営
利
活
動

法
人
沼
田
ま
ち
づ

く
り
協
議
会

特
定
非
営
利
活
動

法
人
青
竜
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
ブ

特
定
非
営
利
活
動

法
人
教
育
相
談
ウ
ェ

ル
フ
ィ
ー
ル
ド

特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
名
称�

田

照
美

菅

一
男

喜
田

三
津
雄

代

表

者

の

氏

名

広
島
県
広
島
市
安

佐
南
区
沼
田
町
大

字
伴
六
七
〇
三
番

地 広
島
県
三
原
市
和

田
一
丁
目
二
番
五

号 広
島
県
福
山
市
寺

町
一
番
一
号

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
を
は
じ
め
地

域
の
す
べ
て
の
人
が
、
安
心
し
て
豊

か
に
生
活
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
、
行
政
、
企
業
と
協
働
し
、
防
災
・

防
犯
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
、
福
祉
の

ま
ち
づ
く
り
活
動
、
環
境
に
や
さ
し

い
ま
ち
づ
く
り
活
動
、
文
化
・
ス
ポ
ー

ツ
の
さ
か
ん
な
ま
ち
づ
く
り
活
動
の

事
業
を
行
い
、
も
っ
て
、
住
民
主
体

の
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

こ
の
法
人
は
主
に
地
域
住
民
に
対
し
、

ス
ポ
ー
ツ
、
文
化
活
動
を
中
心
と
し

た
各
種
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
又
は
と

も
に
創
造
し
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も

誰
も
が
い
つ
ま
で
も
気
軽
に
ス
ポ
ー

ツ
、
文
化
活
動
に
親
し
め
る
環
境
づ

く
り
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
予
防

医
学
の
啓
蒙
・
普
及
と
生
き
が
い
づ

く
り
を
提
案
し
、
参
加
者
が
い
つ
ま

で
も
健
康
で
生
き
が
い
の
あ
る
人
生

を
送
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

こ
の
法
人
は
、
青
少
年
に
対
し
て
、

日
常
生
活
や
教
育
等
に
お
け
る
様
々

な
問
題
の
解
決
と
支
援
に
関
す
る
事

業
を
行
い
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

平
成
一
九
年

三
月
七
日

平
成
一
九
年

三
月
六
日

平
成
一
九
年

三
月
二
日

申
請
の
あ
っ

た
年
月
日

特
定
非
営
利
活
動

法
人
Ａ
Ｎ
Ｔ
―
Ｈ

ｉ
ｒ
ｏ
ｓ
ｈ
ｉ
ｍ

ａ 特
定
非
営
利
活
動

法
人
日
本
能
力
開

発
推
進
協
会

渡
部

朋
子

横
田

正
隆

広
島
県
広
島
市
中

区
八
丁
堀
一
番
一

七
号

広
島
県
広
島
市
安

佐
南
区
八
木
一
丁

目
一
五
番
五
号

こ
の
法
人
は
、
ア
ジ
ア
を
は
じ
め
と

す
る
世
界
各
国
の
人
々
及
び
諸
機
関

に
対
し
て
、｢

ヒ
ロ
シ
マ｣

の
経
験

を
活
か
し

｢

友
愛｣

と

｢

信
頼｣

を

ベ
ー
ス
に
、
協
働
し
て
世
界
平
和
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

こ
の
法
人
は
、
主
に
保
健
、
医
療
、

福
祉
、
社
会
教
育
、
学
術
、
文
化
及

び
芸
術
の
分
野
に
お
い
て
職
業
を
通

し
て
社
会
に
貢
献
し
た
い
と
願
い
、

職
業
実
務
能
力
の
向
上
や
研
鑽
の
場

の
提
供
を
必
要
と
し
、
雇
用
機
会
の

拡
充
や
支
援
を
求
め
る
人
々
に
対
し

て
、
通
信
教
育
を
中
心
と
し
た
資
格

取
得
教
育
や
、
実
務
能
力
向
上
に
関

す
る
当
団
体
が
独
自
に
開
発
実
施
す

る
資
格
認
定
事
業
を
行
い
、
情
報
化

社
会
に
伴
い
Ｉ
Ｔ
媒
体
に
よ
る
同
分

野
に
関
す
る
職
業
能
力
の
向
上
に
つ

い
て
の
種
々
の
情
報
提
供
事
業
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
職
業
能
力
の
開
発
、

雇
用
機
会
の
拡
充
及
び
経
済
活
動
の

活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

平
成
一
九
年

三
月
九
日

平
成
一
九
年

三
月
七
日

(定期)



広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長

日

當

康

典

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
土
地
改
良
事
業

の
廃
止
を
平
成
十
九
年
三
月
九
日
同
意
し
た
。

な
お
、
こ
の
同
意
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
同
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
こ
の
同
意
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。平

成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長

日

當

康

典

次
の
と
お
り
換
地
処
分
を
し
た
旨
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条

の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長

大

下

和

男

広広広
島島島
県県県
議議議
会会会
規規規
則則則

広
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
議
会
議
長

新

田

篤

実

広
島
県
議
会
規
則
第
一
号

広
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
議
会
会
議
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
五
月
十
五
日
議
決)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

委
員
会
が
議
案
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
案
を
そ
な
え
、
理
由
を
付
け
、
委
員
長
名
を
も

つ
て
、
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会
提
出
に
係
る
議
案
は
、
委
員
会
に
付
託
し
な
い
。
た
だ
し
、
議

会
の
議
決
で
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
九
条
第
二
項
中

｢

第
百
九
条
の
二
第
三
項｣

を

｢

第
百
九
条
の
二
第
四
項｣

に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
九
十
条
中｢

第
三
十
二
条
第
二
項｣

を｢

第
三
十
二
条
第
三
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

24号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

19年
３
月

19日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長�

須
司

登

平成19年 3月19日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 1 5号

30

東
広
島
市

事

業

主

体

ク
ロ
ボ
ヤ
池

新
開
中
組

宮
郷

市
組
二
号

市
組
一
号

大
井
手
頭
首
工

中
組 地

区

名

た
め
池
等
整
備
事
業

農
業
用
道
路
整
備
事
業

区
画
整
理
事
業

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業

事

業

名

東
広
島
市

事

業

主

体

車
堰

吉
原
頭
首
項

地

区

名

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業

事

業

名

三
原
市

事

業

主

体

川
西
下

地

区

名

区
画
整
理
事
業

事

業

名

平
成
一
九
年
三
月
七
日

換
地
処
分
年
月
日

(定期)



公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
公公公
告告告

広
島
県
公
安
委
員
会
公
告
第

35号

道
路
交
通
法
(昭
和

35年
法
律
第

105号
)
第

99条
の
第
３
第
４
項
第
１
号
イ
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
実

施
す
る
の
で�

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
(平
成
６
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

。以
下

｢規
則
｣
と
い
う

。)
第

10条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き�

次
の
と
お
り
公
示
す
る

。

平
成

19年
３
月

19日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長�

須
司

登

１
審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
(大
型
)

２
審
査
の
期
日

平
成

19年
４
月

19日

３
審
査
の
場
所

広
島
市
佐
伯
区
区
石
内
南
三
丁
目
１
番
１
号

広
島
県
運
転
免
許
セ
ン
タ

ー

４
審
査
対
象
者

道
路
交
通
法
第

99条
の
３
第
４
項
第
２
号
の
規
定
に
係
る
者

５
審
査
の
方
法

規
則
第

12条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
実
施

６
審
査
の
申
請
手
続
等

�
申
請
に
必
要
な
書
類

ア
教
習
指
導
員
審
査
申
請
書
(写
真
及
び
審
査
手
数
料
貼
付
の
も
の
)

１
通

イ
教
習
指
導
員
等
審
査
手
数
料
計
算
表

１
通

ウ
自
動
車
運
転
免
許
証
の
写
し

１
通

エ
履
歴
書

１
通

オ
運
転
記
録
証
明
書

１
通

カ
教
習
指
導
員
資
格
者
証
等
を
有
し
て
い
る
者
は
そ
の
写
し

�
申
請
書
等
の
提
出
先

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
教
育
課
長

�
申
請
書
等
の
提
出
期
限

平
成

19年
４
月

12日

収収収
用用用
委委委
員員員
会会会
公公公
告告告

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
収
用
の

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
収
用
委
員
会

一

起
業
者

国
土
交
通
大
臣

二

事
業
の
種
類

一
般
国
道
三
七
五
号
改
築
工
事

(

東
広
島
・
呉
自
動
車
道)

(

広
島
県
東
広
島
市
高
屋
町
溝
口
地
内
及

び
同
市
西
条
町
下
三
永
地
内
か
ら
同
市
西
条
町
馬
木
地
内
ま
で)

三

裁
決
手
続
を
開
始
す
る
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積
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6S
1270

6S
1166

6S
0391

6S
1431

6S
1358

検
定

番
号

同
上

同
上

同
上

同
上

告
示
の
日

(平
成

19年
３
月

19
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

同
上

同
上

同
上

回
胴
式
遊
技

機 遊
技
機
の

種
類

ハ
ナ
サ
ク

ラ
－

30

ハ
ナ
サ
ク

ラ う
ま
い
棒

ズ

ーマ
ニ

ア モ
エ
ロ
ア

ス
ト
ロ
キ
ュ

ウ
ダ
ン
２

型
式
名

同
上

同
上

株
式
会
社
エ
マ

代
表
取
締
役
海
老
原
典
宏

(兵
庫
県
伊
丹
市
森
本
五
丁

目
164番

地
)

株
式
会
社
ア
リ
ス
ト
ク
ラ

ー

ト
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ーズ
代
表
取
締
役
吉
松
俊
男

(東
京
都
千
代
田
区
東
神
田

二
丁
目
５
番

12号
)

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
ピ

ーエ
ス代
表
取
締
役
綾
部
征
四
郎

(大
阪
市
福
島
区
福
島
六
丁

目
４
番

10号
ウ
エ
ス
ト
ビ
ル
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

(定期)



四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

湯
浅
諭

東
広
島
市
西
条
町
馬
木
一
三
八
五
番
地
一

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

存
否
不
明

た
だ
し
、
抵
当
権
が
存
す
る
場
合

持
分
一
六
分
の
一

抵
当
権
登
記
名
義
人

(

亡)

児
山
喜
四
郎
相
続
人

児
山
潔

大
阪
府
枚
方
市
茄
子
作
北
町
五
一
番
二
号

持
分
一
六
分
の
一

不
明
、
た
だ
し
、
抵
当
権
登
記
名
義
人

(

亡)�
川
英
生
相
続
人

吉
川
悦
子

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
宮
の
森
四
条
一
三
丁
目
六
番
三
五
号

大
久
保
眞
知
子

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
宮
の
森
四
条
一
三
丁
目
六
番
三
七
号

吉
川
英
之

北
海
道
札
幌
市
南
区
真
駒
内
柏
丘
六
丁
目
四
番
三
―
四
〇
二
号

持
分
一
六
分
の
一

不
明

た
だ
し
、
抵
当
権
登
記
名
義
人

(
亡)

水
野
徳
太
郎
相
続
人

佐
々
木
美
代
子

東
広
島
市
志
和
町
志
和
堀
一
七
二
三
番
地

水
野
裕
郎

兵
庫
県
川
西
市
松
が
丘
町
一
七
番
八
号

水
野
嘉
代
子

住
所
不
明

た
だ
し
、6/110

H
A

R
C

O
U

T
S

T
,

N
E

W
F

A
R

M
,

B
R

IS
B

A
N

E
,

Q
L

D
4005

,

A
U

S
T

R
A

L
IA

水
野
皓
二

神
奈
川
県
藤
沢
市
善
行
団
地
五
番
六
〜
一
〇
五
号

水
野�
典

東
広
島
市
西
条
町
馬
木
九
六
七
番
地
一

持
分
一
六
分
の
一

不
明

た
だ
し
、
抵
当
権
登
記
名
義
人

(

亡)

岩
原�
助
相
続
人

北�
富
子

東
広
島
市
黒
瀬
町
小
多
田
一
〇
九
〇
番
地

森
川
悦
子

東
広
島
市
西
条
町
寺
家
四
七
二
四
番
地

岩
原
宏
二

東
広
島
市
西
条
町
馬
木
七
六
四
番
地
三

岩
原
典
子

東
広
島
市
西
条
町
馬
木
六
三
三
番
地

持
分
一
六
分
の
一

不
明

た
だ
し
、
抵
当
権
登
記
名
義
人

(

亡)

水
野
藤
太
郎
相
続
人

大�
睫
子

兵
庫
県
神
戸
市
垂
水
区
つ
つ
じ
が
丘
五
丁
目
一
四
番
地
の
七

水
野��
広
島
市
中
区
住
吉
町
三
番
一
三
号

児
玉
智
子

呉
市
東
中
央
一
丁
目
一
〇
番
七
号

大
石
玲
子

呉
市
西
辰
川
二
丁
目
四
番
二
二
号

中
村
尚
樹

広
島
市
南
区
仁
保
南
二
丁
目
一
二
番
二
四
号

上
竹
澄
子

広
島
市
安
佐
南
区
長
束
西
二
丁
目
二
一
番
二
―
三
号

粟
屋
佳
代
子

山
口
県
熊
毛
郡
上
関
町
大
字
長
島
五
一
九
番
地

粟
屋
成
宣

山
口
県
熊
毛
郡
上
関
町
大
字
長
島
五
一
九
番
地

粟
屋
三
和
子

山
口
県
熊
毛
郡
上
関
町
大
字
長
島
五
一
九
番
地

�
川
道
宣

大
阪
府
泉
南
郡
熊
取
町
七
山
二
丁
目
一
二
番
二
号

持
分
一
六
分
の
一

不
明

た
だ
し
、
抵
当
権
登
記
名
義
人

(

亡)

池
田
三
兵
衞
相
続
人

恒
石
玲
子

東
広
島
市
西
条
町
馬
木
甲
一
〇
六
六
番
地

池
田
恵
美

東
広
島
市
西
条
町
馬
木
一
〇
一
二
番
地
一

平
河
美
穂

東
広
島
市
西
条
町
馬
木
一
〇
一
二
番
地
二

進
藤
和
子

東
広
島
市
高
屋
町
郷
五
二
八
番
地
二

池
田
正
昭

東
広
島
市
西
条
町
馬
木
一
〇
一
三
番
地
二

持
分
一
六
分
の
一

不
明

た
だ
し
、
抵
当
権
登
記
名
義
人

(

亡)

西
木
勝
平
相
続
人

久
喜
太
門

和
歌
山
県
有
田
市
宮
原
町
東
二
三
七
番
地
の
四

久
喜
慶
佐

和
歌
山
県
有
田
市
宮
原
町
東
二
三
七
番
地
の
四

西
木
二
三
夫

和
歌
山
県
和
歌
山
市
鳴
神
一
三
番
地
の
二
九

朝
日
プ
ラ
ザ
鳴
神
五
〇
八

西
木
享

兵
庫
県
尼
崎
市
西
昆
陽
三
丁
目
八
番
四
号

西
木
照
夫

和
歌
山
県
海
南
市
下
津
町
大
崎
七
三
四
番
地
一
五

西
木
勝

和
歌
山
県
海
南
市
下
津
町
丸
田
一
九
九
番
地
九

持
分
一
六
分
の
一

不
明

た
だ
し
、
抵
当
権
登
記
名
義
人

(

亡)

池
田
徳
治
郎
相
続
人

荒
井
ト
シ
枝

三
原
市
大
和
町
下
徳
良
二
一
九
〇
番
地

池
田
よ�
ゑ

神
奈
川
県
横
浜
市
保
土
ケ
谷
区
狩
場
町
一
六
四
番
地
三
三
グ
リ
ー
ン
ヒ
ル
ズ
横
浜

Ｅ
棟
四
一
〇
号

小
杉
和
子

神
奈
川
県
横
浜
市
保
土
ケ
谷
区
狩
場
町
一
六
四
番
地
の
三
三
グ
リ
ー
ン
ヒ
ル
ズ
横
浜

Ｅ
棟
四
一
〇
号

池
田
石
信

廿
日
市
市
大
野
原
四
丁
目
八
番
一
八
号

池
田
福
美

東
広
島
市
西
条
町
馬
木
一
四
五
一
番
地

�
川
美
貴
子

広
島
市
東
区
牛
田
東
三
丁
目
二
九
番
二
〇
号

森
岡
敏
子

東
広
島
市
黒
瀬
町
楢
原
一
二
五
三
番
地

森
岡
誠
二

東
広
島
市
黒
瀬
町
楢
原
一
二
五
三
番
地

山
本
さ
な
み

広
島
市
西
区
大
宮
一
丁
目
三
番
一
四
―
七
〇
三
号

黒
長
喜
久
美

広
島
市
中
区
中
町
七
番
一
六
―
四
〇
三
号

段
畠
千
惠
子

広
島
市
東
区
牛
田
東
三
丁
目
三
五
番
三
号

持
分
一
六
分
の
一

不
明

た
だ
し
、
抵
当
権
登
記
名
義
人

(

亡)

梶
原
利
平
太
相
続
人

神
田
陽
子

神
奈
川
県
相
模
原
市
緑
が
丘
一
丁
目
一
〇
番
五
号
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東
広
島
市
西

条
町
馬
木

所

在

一
一
二
八
番

地

番

田 公

簿

地

目

田 現

況

二
〇
八

公

簿

(

㎡)

地

積

二
〇
七
・
一
二

実

測

(

㎡)

二
〇
七
・
一
二

裁
決
手
続
を
開

始
す
る
土
地
の

面
積

(

㎡)

(定期)



山
國
明
子

三
次
市
下
志
和
地
町
二
六
三
七
番
地

富
永
弘
子

広
島
市
佐
伯
区
美
の
里
二
丁
目
四
番
二
八
号

松
村
惠
子

神
奈
川
県
川
崎
市
麻
生
区
百
合
丘
三
丁
目
二
〇
番
地
二
二

和
田
宏

神
奈
川
県
厚
木
市
み
は
る
野
二
丁
目
三
六
番
八
号

吉
本
利
邦

東
広
島
市
八
本
松
町
米
満
五
〇
四
番
地
一
四

吉
本
正

広
島
市
西
区
井
口
鈴
が
台
一
丁
目
一
二
番
三
五
号

吉
本
弘

神
奈
川
県
横
浜
市
金
沢
区
並
木
一
丁
目
一
四
番
二
〇
―
一
〇
三
号

持
分
一
六
分
の
一

不
明

た
だ
し
、
抵
当
権
登
記
名
義
人

(

亡)

岡
本
藏
相
続
人

今
岡
房
子

広
島
市
南
区
宇
品
神
田
二
丁
目
二
番
一
号

今
岡
正
則

広
島
市
南
区
宇
品
神
田
二
丁
目
二
番
一
号

沖
田
徹

兵
庫
県
高
砂
市
阿
弥
陀
町
北
池
八
九
番
地
の
一
四

渡
邊
一
美

山
口
県
宇
部
市
大
字
中
野
開
作
三
六
九
番
地
二

田
中
明
子

大
阪
府
泉
大
津
市
東
豊
中
町
三
丁
目
七
番
二
〇
号

(

旭
マ
ン
シ
ョ
ン
一
階
三
号)

�
岡
武
信

広
島
市
安
佐
南
区
相
田
三
丁
目
一
七
番
二
一
号

尾�
惠
美
子

奈
良
県
奈
良
市
鶴
舞
西
町
二
番
一
〇
―
Ｃ
―
四
〇
八
号

伊
藤
良
子

広
島
市
西
区
己
斐
本
町
三
丁
目
一
一
番
一
七
―
二
〇
二
号

�
岡
昭
雄

栃
木
県
宇
都
宮
市
上
戸
祭
町
三
〇
六
五
番
地
三
九

持
分
一
六
分
の
一

不
明

た
だ
し
、
抵
当
権
登
記
名
義
人

(
亡)�
岡
協
相
続
人

吉
岡
コ
ナ
ミ

神
奈
川
県
横
浜
市
都
筑
区
牛
久
保
西
二
丁
目
一
六
番
一
三
号

野
口
方

吉
岡
彩
治

呉
市
西
中
央
四
丁
目
八
番
四
―
二
〇
六
号

山
本
史
子

呉
市
室
瀬
町
一
二
番
一
二
号

野
口
進
子

神
奈
川
県
横
浜
市
都
筑
区
牛
久
保
西
二
丁
目
一
六
番
一
三
号

持
分
一
六
分
の
一

不
明

た
だ
し
、
抵
当
権
登
記
名
義
人

(

亡)

渡
邉
藤
太
郎
相
続
人

(

相
続
人
不

明)

相
続
人
の
う
ち
判
明
し
て
い
る
者
は
次
の
と
お
り
。

岡�
壽
美
子

大
阪
府
寝
屋
川
市
大
利
元
町
一
八
番
一
三
号

飯
川
壽
惠

呉
市
郷
原
町
一
九
四
四
番
地

重
本�
子

呉
市
広
吉
松
一
丁
目
五
番
三
四
号

勝
冶
チ
ヅ

呉
市
郷
原
町
一
八
八
二
番
地
の
一
二

飯
川
勝
重

呉
市
郷
原
町
一
九
四
三
番
地

関
浦
彦
左
ヱ
門

三
原
市
長
谷
町
一
一
三
一
番
地

持
分
一
六
分
の
一

不
明

た
だ
し
、
抵
当
権
登
記
名
義
人(

亡)

藤
川
常
一
相
続
人(

相
続
人
不
明)

相
続
人
の
う
ち
判
明
し
て
い
る
者
は
次
の
と
お
り

林
潤
子

福
山
市
水
呑
町
一
〇
三
六
番
地
の
七

村�
惠
子

東
広
島
市
黒
瀬
町
兼
広
三
一
三
番
地

朝
倉
久
和

大
阪
府
高
槻
市
八
丁
西
町
四
番
二
号

�
岡�
夫

大
阪
府
岸
和
田
市
西
之
内
町
四
七
番
一
四
号

�
岡
敏
春

福
岡
県
北
九
州
市
若
松
区
東
二
島
五
丁
目
一
四
番
一
号

�
岡
千
代
登

福
岡
県
北
九
州
市
若
松
区
修
多
羅
二
丁
目
二
番
一
五
号

廣
岡
智
惠
子

福
岡
県
北
九
州
市
若
松
区
東
二
島
五
丁
目
一
四
番
一
号

�
岡
實
雄

福
岡
県
北
九
州
市
若
松
区
今
光
二
丁
目
三
番
二
七
号

景
山
武
雄

東
広
島
市
西
条
町
土
与
丸
一
九
三
番
地

景
山
敏
子

東
広
島
市
西
条
町
土
与
丸
一
九
三
番
地

�
谷
伸
子

福
山
市
芦
田
町
大
字
福
田
一
八
九
番
地
の
一

�
谷
武

府
中
市
上
下
町
小
堀
二
八
六
番
地

井
口
智
代

府
中
市
上
下
町
小
堀
二
三
二
番
地

�
橋
岩
見

安
芸
高
田
市
高
宮
町
川
根
四
〇
二
八
番
地

小
野
山
三
子

福
岡
県
飯
塚
市
立
岩
一
〇
七
七
番
地
一
一
五

二
〇
二
号

加
藤
迪
子

広
島
市
西
区
己
斐
東
二
丁
目
三
四
番
三
八
―
一
〇
六
号

(

イ
ト
ー
ピ
ア
マ
ン
シ
ョ
ン)

佐
々
木
栄
美
子

山
県
郡
北
広
島
町
阿
坂
二
四
一
八
番
地
二

田
新
一
則

山
県
郡
北
広
島
町
阿
坂
三
四
三
二
番
地
二

佐
々
木
浩
二

広
島
市
安
佐
南
区
安
東
二
丁
目
三
番
四
―
二
〇
四
号

河
田
智
夏

広
島
市
安
佐
南
区
大
町
西
二
丁
目
七
番
二
三
号

櫻
田
久
美

山
県
郡
北
広
島
町
阿
坂
二
二
一
〇
番
地
一

景
山
ミ
ツ
子

東
京
都
江
東
区
豊
洲
四
丁
目
一
〇
番
四
―
二
〇
一
号

持
分
一
六
分
の
一

不
明

た
だ
し
、
抵
当
権
登
記
名
義
人(

亡)

景
山
茂
樹
相
続
人(

相
続
人
不
明)

相
続
人
の
う
ち
判
明
し
て
い
る
者
は
次
の
と
お
り
。

景
山
オ
シ
キ

大
阪
府
大
阪
市
阿
倍
野
区
阿
倍
野
筋
五
丁
目
三
番
一
一
号

井
上
和
枝

大
阪
府
大
阪
市
東
淀
川
区
北
江
口
四
丁
目
一
三
番
一
四
号

景
山
克
郎

大
阪
府
羽
曳
野
市
西
浦
一
丁
目
四
番
一
一
号

持
分
一
六
分
の
一

不
明

た
だ
し
、
抵
当
権
登
記
名
義
人(

亡)

森
下
利
作
相
続
人(

相
続
人
不
明)

相
続
人
の
う
ち
判
明
し
て
い
る
者
は
次
の
と
お
り
。

川
口
榮

呉
市
音
戸
町
北
隠
渡
二
丁
目
七
番
四
号

三�
三
千
子

広
島
市
東
区
福
田
二
丁
目
四
二
八
二
番
地
一

小
倉
節
美

広
島
市
南
区
宇
品
御
幸
四
丁
目
八
番
二
八
号

川
口
博
之

呉
市
二
河
峡
町
六
番
二
号

松
田
辰
美

呉
市
広
中
新
開
三
丁
目
一
六
番
三
一
号

米
川
久
美
子

大
阪
府
羽
曳
野
市
島
泉
九
丁
目
六
番
一
六
号

中
山
陸
子

大
阪
府
松
原
市
柴
垣
一
丁
目
一
九
番
七
号
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坂
浦
靖
子

廿
日
市
市
阿
品
台
北
三
〇
番
一
七
号

谷
内
弘
子

広
島
市
西
区
三
篠
町
三
丁
目
一
番
三
一
号

鎌
田
ア
イ
子

兵
庫
県
神
戸
市
垂
水
区
桃
山
台
五
丁
目
九
番
地
の
七

川
口
昭
光

京
都
府
宇
治
市
五
ヶ
庄
広
岡
谷
二
番
地
の
三
六
四

川
口
宗
俊

大
阪
府
大
阪
市
北
区
東
天
満
二
丁
目
一
番
一
一
―
四
〇
三
号

川
口
勘
二

兵
庫
県
芦
屋
市
西
蔵
町
一
〇
番
五
―
一
一
二
号

蒲
原�
代

呉
市
音
戸
町
北
隠
渡
二
丁
目
二
番
一
四
―
七
号

川
口
英
世

呉
市
天
応
西
条
三
丁
目
一
四
番
一
一
号

川
口
皓
三

呉
市
音
戸
町
北
隠
渡
一
丁
目
五
番
八
号

川
口
固
希

呉
市
音
戸
町
波
多
見
一
〇
丁
目
一
五
番
二
八
号

伊
藤
昭
雄

呉
市
音
戸
町
北
隠
渡
一
丁
目
五
番
二
三
号

鎌
田
政
市

呉
市
音
戸
町
北
隠
渡
二
丁
目
二
番
二
六
号

鎌
田
宏
一
郎

呉
市
音
戸
町
北
隠
渡
二
丁
目
二
番
二
六
号

正
田
憲
子

安
芸
高
田
市
吉
田
町
山
手
一
五
六
五
番
地
一

坂
井
優
子

福
岡
県
北
九
州
市
若
松
区
高
須
西
一
丁
目
一
六
番
九
号

川
口
宏

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区
熊
谷
四
丁
目
一
六
番
一
二
―
一
〇
五
号

稲
田
栄
子

福
岡
県
行
橋
市
西
泉
五
丁
目
四
番
二
六
号

前
原
良
章

神
奈
川
県
横
浜
市
青
葉
区
恩
田
町
二
二
一
三
番
地

松
本
妙
子

呉
市
音
戸
町
波
多
見
一
〇
丁
目
一
一
番
一
二
号

長�
美
鈴

広
島
市
西
区
己
斐
大
迫
一
丁
目
二
〇
番
一
六
号

長�
昭
憲

広
島
市
西
区
小
河
内
町
一
丁
目
四
番
七
号

川
本
美
智
子

広
島
市
西
区
己
斐
上
三
丁
目
五
一
番
一
四
号

滝
口
悦
子

広
島
市
西
区
古
江
西
町
一
四
番
四
二
―
四
〇
四
号

山
本
八
重
子

安
芸
郡
海
田
町
南
幸
町
一
〇
番
四
二
号

山
本
智
弘

山
口
県
防
府
市
大
字
大
崎
三
〇
四
番
地
の
一(

ガ
ー
デ
ン
プ
レ
イ
ス
大
崎
Ａ
棟
二
〇
二)

城
陽
子

広
島
市
安
芸
区
矢
野
西
七
丁
目
八
番
二
五
―
二
〇
二
号

山
本
良
治

広
島
市
佐
伯
区
海
老
園
四
丁
目
四
番
四
〇
―
三
〇
四
号

大
西
文
治

大
阪
府
柏
原
市
大
正
三
丁
目
四
番
二
九
号

田
阪
弘
子

大
阪
府
東
大
阪
市
御
厨
中
二
丁
目
五
番
二
四
号

大
西�
治

大
阪
府
大
阪
狭
山
市
西
山
台
四
丁
目
二
番
九
―
五
〇
八
号

西
村
清
逸

安
芸
郡
熊
野
町
一
七
七
七
番
地
の
一

�
橋
ハ
ツ
コ

東
広
島
市
西
条
町
田
口
五
九
三
番
地
二

有
谷
ト
シ
コ

東
広
島
市
西
条
町
田
口
一
四
四
番
地
二
九

浦
野
安
子

広
島
市
南
区
旭
一
丁
目
四
番
一
九
号

貞
信
愛
子

東
広
島
市
西
条
町
寺
家
六
二
〇
二
番
地
一

貞
信
千
惠
子

東
広
島
市
西
条
町
寺
家
六
二
〇
二
番
地
一

貞
信
多
恵

東
広
島
市
西
条
町
寺
家
六
二
〇
二
番
地
一

川�
知
美

東
広
島
市
西
条
町
寺
家
六
三
四
七
番
地
一

サ
ン
ラ
イ
ズ
ビ
ラ
Ａ
棟
一
〇
一
号
室

武
澤
喜
美
惠

広
島
市
西
区
草
津
南
四
丁
目
六
番
四
―
三
〇
五
号

貞
信
芳
惠

呉
市
清
水
一
丁
目
一
番
八
号

大
林
省
三

東
広
島
市
西
条
町
郷
曽
一
一
二
七
番
地
三
〇

�
初
枝

東
広
島
市
安
芸
津
町
木
谷
二
〇
五
八
番
地
一
二

土
本
芳
江

広
島
市
安
芸
区
瀬
野
一
丁
目
一
六
番
二
一
号

佐
々
木
幸
雄

広
島
市
中
区
基
町
一
七
番
三
―
三
〇
一
号

樋
谷
弘
市

東
広
島
市
西
条
町
田
口
一
二
五
番
地

早
川
静
雄

東
広
島
市
西
条
町
田
口
三
四
〇
〇
番
地

後
迫
俊
秀

埼
玉
県
川
口
市
大
字
新
堀
六
二
〇
番
地
の
一

メ
ゾ
ン
新
郷
六
〇
六

後
迫
千
景

住
所
不
明

た
だ
し
、
居
所
は
、
東
京
都
青
梅
市
冨
岡
三
丁
目
一
二
五
四
番
地

東
京

青
梅
病
院
東
病
棟
三

日
置
清
美

埼
玉
県
蕨
市
南
町
四
丁
目
二
九
番
九
号

六
谷
イ
ツ
ヱ

千
葉
県
市
原
市
桜
台
一
丁
目
八
番
地
四

後
迫
等

安
芸
郡
熊
野
町
八
四
九
二
番
地

後
迫
七
郎

東
京
都
中
野
区
野
方
六
丁
目
六
番
二
号

マ
ン
シ
ョ
ン
野
方
三
〇
一

後
迫
敏
治

安
芸
郡
熊
野
町
二
〇
三
六
番
地
の
一

新
宅
立
博

安
芸
郡
熊
野
町
一
五
七
一
番
地
の
一

後
迫
敏
彦

安
芸
郡
熊
野
町
七
三
〇
九
番
地
の
二

花
房
美
和

安
芸
郡
坂
町
植
田
四
丁
目
一
六
番
二
二
号

岩
城
由
美

安
芸
郡
熊
野
町
七
三
八
五
番
地
一
〇

今
城
ア
キ
コ

広
島
市
南
区
青
崎
二
丁
目
一
九
番
一
―
五
〇
六
号

(

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ズ
プ
ラ
ザ
青
崎
二

番
館)�

村
ヨ
シ
子

神
奈
川
県
横
浜
市
磯
子
区
洋
光
台
二
丁
目
一
番
二
二
―
四
〇
六
号

持
分
一
六
分
の
一

渡
邉
四
平

住
所
不
明

た
だ
し
、
土
地
登
記
記
録
記
載
の
住
所

賀
茂
郡
板
城
村
馬
木
四
二
番
邸

六

土
地
収
用
裁
決
の
手
続
開
始
を
決
定
し
た
日

平
成
十
九
年
二
月
二
十
七
日

平成19年 3月19日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 1 5号

34

(定期)



土
地
収
用
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
公
示
送
達
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

広
島
県
収
用
委
員
会

一

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

抵
当
権
登
記
名
義
人

渡
邉
藤
太
郎
相
続
人

藤
川
常
一
相
続
人

景
山
茂
樹
相
続
人

森
下
利
作
相
続
人

渡
邉
四
平

住
所
不
明

二

送
達
す
べ
き
書
類
の
名
称

一
般
国
道
三
七
五
号
改
築
工
事

(

東
広
島
・
呉
自
動
車
道)

(

広
島
県
東
広
島
市
高
屋
町
溝
口
地
内
及

び
同
市
西
条
町
下
三
永
地
内
か
ら
同
市
西
条
町
馬
木
地
内
ま
で)

に
係
る
土
地
収
用
事
件
の
第
一
回
審
理

開
催
の
通
知
書

三

土
地
等
の
表
示

四

送
達
す
べ
き
書
類
を
保
管
し
て
い
る
部
局
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地

広
島
県
土
木
部
総
務
管
理
局
土
木
総
務
室

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号

(

注
意)

右
書
類
を
受
領
し
な
い
と
き
は
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
を
も
っ
て
、
そ
の
書
類
の
送
達
が
あ
っ

た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

人人人

事事事

異異異

動動動

(

監
査
委
員)

発
令
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
十
日

委

員

(

任

期

満

了)

近

光

章

平成19年 3月19日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 1 5号

35

東
広
島
市
西

条
町
馬
木

所

在

一
一
二
八
番

地

番

田 公

簿

地

目

田 現

況

二
〇
八

公

簿

(

㎡)

地

積

二
〇
七
・
一
二

実

測

(

㎡)

二
〇
七
・
一
二

収
用
し
よ
う
と

す
る
土
地
の
面

積

(

㎡)

(定期)


